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本書の使い方
本機を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。このマニュアルは、読み終わったあ
とも必ず保管してください。

本書の表記
■ 本書では、ハードディスクやソリッドステートドライブなどを総称して「ストレージ」と表
記します。

■ 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記
必ず知っておいていただきたい情報、操作するときに必ず確認していただきたい情報を記載して
います。

補足
操作の参考になる情報を記載しています。 
参照
参照先を記載しています。

■ 本文中では、次の記号を使用しています。

■ Microsoft Windows Operating System を「Windows」と表記しています。

「　　　」 ･ 本書内にある参照先を表しています。
･ 機能の名称やタッチパネルディスプレイのメッセージ、入力文字列などを表
しています。

『　　　』 ･ 参照するマニュアルを表しています。

［　　　］ ･ 機械のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名
称を表しています。
･ コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボッ
クスなどの名称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表し
ています。

｛　　　｝ ･ 操作や動作環境によって変わる値を表しています。
例：［｛ログインユーザー名｝］が表示されます。

〈　　　〉ボタン ･ 機械の操作パネルのハードウェアボタンを表しています。

〈　　　〉キー ･ コンピューターのキーボードのキーを表しています。

＞ ･ 操作パネルやコンピューターで順に項目を選択する手順を、省略して表して
います。
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1 業務別らくらくスキャンの概要
業務別らくらくスキャンの機能について説明します。

業務別らくらくスキャンでできること
業務別らくらくスキャンは、紙の書類をスキャンして送信先に振り分ける業務を自動的に行うた
めの機能です。定型化された業務に適しています。

補足
･ 本商品は、有償の複合機追加型アプリケーションです。
･ 本機能を利用できる機種については、弊社公式サイトをご覧ください。

定型業務の文書フローを登録、ボタン 1つで呼び出し
原稿の読み取り方法、画像処理、出力形式や保存先など、さまざまな設定をあらかじめ登録して
おき、スキャン時にボタン 1つで呼び出すことができます。
管理者は、あらかじめ定型業務に応じた文書のスキャン方法やファイルの保存方法などを複合機
に登録しておきます。ユーザー（利用者）は、複合機に原稿をセットし、文書の種類に応じたボ
タンを押すだけで、紙文書の電子化から保存までを自動で行えます。
スキャン処理から保存までをすべて自動で行うことも、スキャン時にユーザーが確認しながら操
作することもできるので、文書の内容や環境に合わせた業務フローを設定できます。
業務別らくらくスキャンを使用することで、煩雑な処理が自動化され、スキャン作業の効率化と
品質の均一化を図ることができます。

ユーザーは、簡単な操作で
書類をスキャン

申込書
見積書
契約書･･･

自動画像処理
文書の種類や
日付などで自
動振り分け

FTPサーバーまたは
共有フォルダー（SMB）

管理者は、文書フローを登録

外出先で文書を利用

Working Folder

傾き補正
白紙除去
裏写り防止

folder1

folder2

folder3

文書を取り出して利用
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業務ごとに文書フローを登録
スキャン方法や保存方法など文書フローを設定した情報を、「文書種類」情報と呼びます。文書
種類情報は、業務の種類や内容によってグループ分けして登録できます。グループ化するための
業務の情報を「業務種類」情報と呼びます。
業務別らくらくスキャンでは、最大 8 個の業務種類を設定できます。また、業務種類ごとに最
大 10個の文書種類を設定できます。

文書の分割、保存、自動振り分け
文書の保存形式は、次から選択できます。
• PDF

• DocuWorks文書
• TIFF（マルチ）
複数の文書を一括でスキャンし、白紙ページ、QRコード、およびバーコードで分割して保存す
ることもできます。
また、スキャンした文書を、業務種類、文書種類、日付、および利用者名によって自動で振り分
けができます。保存先のフォルダー名やファイル名は、これらの文書属性と任意の文字列を組み
合わせて設定できます。

Working Folderを利用して、外出先での文書の共有
文書の保存先には、次のどれかを指定できます。
• FTPサーバー
• WindowsまたはMac上の共有フォルダー（SMB転送）
• Working Folder

Working Folderは、弊社が提供する、文書の共有を支援するクラウドサービスです。Working
Folder を保存先に設定すると、外出先で文書を取り出したり、社外のお客様と文書を共有した
りできます。

注記
･Working Folderを使用するには、契約が別途必要です。

文書に個別の属性値を付加
文書を DocuWorksまたは PDF形式で保存する場合は、次の 3つの属性を文書に付加できます。
これらの属性を「規定属性」と呼びます。
•［業務種類］：スキャン時に選択した業務種類
•［文書種類］：スキャン時に選択した文書種類
•［利用者］：スキャンを実行したユーザーのユーザー名

また、任意の属性とその値を文書に付加できます。この属性を「拡張属性」と呼びます。拡張属
性は、文書種類情報に設定できるほか、スキャン時にもユーザーが入力できます。最大 6 個設
定できます。

補足
･ 複合機の［設定］＞［アプリ設定］＞［スキャン送信設定］＞［その他の設定］＞［認証ユーザー名
の記載 (PDF)］で記載しない設定になっている場合は、保存した文書に［利用者］を付加すること
はできません。
･ 複合機の機種によっては、PDF に属性を付加できない場合があります。詳しくは、弊社の公式サイ
トの「業務別らくらくスキャン」＞「対応機種」ページを参照してください。
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DocuWorksに保存する場合
拡張属性と規定属性の値は、ユーザー定義のプロパティとして文書に保存されます。
保存された属性値は、検索時などに利用できます。また、DocuWorks の属性ビュー機能を活用
することで、条件に該当するファイルを選別して表示させることができ、文書の管理に役立てる
ことができます。

PDFに保存する場合
拡張属性と規定属性の値は、ユーザー定義のプロパティとして文書に保存される（カスタム属性
形式）とともに、文書のプロパティの［概要］＞［キーワード］に、1行の文字列として保存さ
れます（キーワード形式）。保存された属性値は、ファイルの検索時（下記の注記参照）などに
利用できます。
カスタム属性形式の属性値は、文字列形式で保存します。日付型は YYYYMMDD 形式の文字列
に変換して保存します。
キーワード形式の属性値の形式は、次のとおりです。
• 規定属性、拡張属性の順に記載されます。
• それぞれの値は、カンマ（,）で区切られます。
• 先頭に、規定属性と拡張属性の合計数が記述され、以降、属性型、属性名、属性値が 1 セッ
トで順に記述されます。属性型は、数値 =「i」、テキスト =「s」、日付 =「d」、有無 =「b」です。

• 文字列の最大文字数は 1024 文字です。最大文字数を超えた場合は、超えた分の属性が削除
されます。

例：
3,s,業務種類 ,請求処理 ,s,文書種類 ,請求書 ,d,請求日 ,20210101

注記
･ スキャンした PDF 文書を Windows OS で検索するには、クライアント側に「Adobe PDF iFilter」
ソフトウェア（無償）をインストールし、「プロパティとファイルのコンテンツのインデックスを作
成する」を設定してください。Adobe PDF iFilterは、Adobe 社のホームページから入手してください。

QRコードの利用
原稿のヘッダーシートや本文に QRコードを貼り付けてスキャンすると、業務別らくらくスキャ
ンが QRコードの内容を読み取って処理します。

補足
･ 対応している QRコードの文字列は、日本語と英語だけです。

業務別らくらくスキャン専用の QRコードによる自動設定
業務別らくらくスキャン専用の QRコードには、次の内容を設定できます。
• 保存先フォルダーの作成ルール
• ファイル名の作成ルール

スキャン時に属性値を入力

DocuWorks文書のユーザー定義の
プロパティに設定される
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• 拡張属性（DocuWorksまたは PDFで保存する場合のみ。最大 6個）
これらの内容の QR コードを貼り付けてスキャンすることで、文書固有の情報を自動で設定で
き、最小の操作でスキャン処理ができるようになります。

補足
･ スキャン時に、業務別らくらくスキャン専用の QR コードを読み取った場合は、拡張属性の設定画
面、および確認画面は表示されません。

一般の QRコードやバーコードの利用
任意の文字列の QRコードやバーコードを貼り付けてスキャンし、その情報を利用することもで
きます。
スキャン時に読み取った QRコードやバーコードの文字列を、文書種類の設定に従って、保存先
フォルダーの名前作成ルールに使用したり、拡張属性として DocuWorks文書や PDF内に保存
したりできます。
QRコードやバーコードの文字列の一部だけを抽出して使用することもできます。

メール通知
文書のスキャン処理の結果を、指定したユーザーにメールで通知できます。
送信先が複数設定されている場合、それぞれの転送結果を通知します。
通知メールのフォーマットは、次のとおりです。

補足
･ メール通知機能を利用する場合は、複合機でメール送信サーバー（SMTP）とメール通知サービスが
設定されている必要があります。詳しくは「複合機の設定」（P.33）を参照してください。

項目 説明

送信者 複合機のメールアドレス

宛先 文書種類情報に設定されたメールアドレス、またはスキャンを実行した認証ユー
ザーのメールアドレス（どちらに送信するかは文書種類情報で設定）*1

補足
･ CC、BCCは指定できません。

件名 ･ 正常に終了した場合：
･ 警告付きで正常終了した場合：
･ エラーで終了した場合：

Succeeded
SucceededWithWarning
Failed

添付ファイル なし

保存先フォルダー、ファイル名、拡張属性が
書き込まれた QRコード

業務別らくらくスキャン
ヘッダーシート

「注文書」

ファイル名ルール：注文書 _東京本店 _日付 .xdw

保存先フォルダー：注文書＞利用者
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メールの例

業務別らくらくスキャンの管理
業務別らくらくスキャンの運用と管理は、インターネットサービスのプラグイン設定画面から行
います。プラグイン設定画面では、文書種類情報の登録、編集、および削除ができます。文書種
類情報をエクスポートして、ほかの複合機にインポートもできます。

参照
･「業務別らくらくスキャンの設定（管理者の操作）」（P.35）

QRコード付き文書の作成
業務別らくらくスキャン QR作成ツール（以降、「QR作成ツール」と呼びます）を使用すると、
業務別らくらくスキャン専用のQRコードを貼り付けた文書を作成できます。QR作成ツールは、
弊社公式サイトのWebページからダウンロードできます。

参照
･「QRコード付き文書の作成」（P.68）

本文 次のような内容が記載されます。
･ ユーザーが指定した業務種類の名前
･ ユーザーが指定した文書種類の名前
･ 文書数
･ 保存先フォルダー名
･ ファイル名（分割時は最大 5ファイルまで）
･ 拡張属性のあり /なし（DocuWorks文書または PDFの場合）

*1 スキャンを実行した認証ユーザーにメール通知をする場合は、次の条件をどちらも満たす必要が
あります。
･ 複合機が認証モードで運用されている
･ 複合機に、スキャンを実行したユーザーのメールアドレスが登録されている

項目 説明

送信者：admin@example.com
日時：2021年 1月 24日 14:55
宛先：Fuji.Taro@example.com
件名：Succeeded

本文：
業務種類：文書開発
文書種類：交通費領収書
転送先フォルダ：2021-交通費
ファイル名：富士太郎 -2021.01.24-領収書
拡張属性の付与：あり
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2 業務別らくらくスキャンの使用事例
業務別らくらくスキャンを使用した事例を紹介します。

補足
･ 初期設定ウィザードを使うことで、かんたんに設定を行うことができます。詳しくは、「設定ウィザー
ドにしたがって初期設定する」（P.9）を参照してください。

基本編  まず使ってみよう
まずは簡単な事例を紹介します。スキャンした文書を、すでに作成されているフォルダーに転送
する事例です。SMB 転送に対応した複合機で紙文書の「日報」をスキャンし、DocuWorks 文
書に変換して、共有フォルダー「Nippou」に保存します。ファイル名には、［文書種類名］を指
定します。
共有フォルダー「Nippou」は、あらかじめ作成し、アクセス権を設定しておいてください。

設定画面を表示する

操作手順
0 1 コンピューターを起動し、Webブラウザーを起動します。

2 Web ブラウザーのアドレス欄に、お使いの複合機の IP アドレス、またはインターネットアド
レスを入力します。
インターネットサービスが起動します。

3 機械管理者モードに入ります。

4 ［アプリ］をクリックし、［その他のアプリ］で［業務別らくらくスキャン］を選択します。
5 ［利用プラグイン］で［表示］をクリックします。
設定ウィザードにしたがって初期設定する
［らくらくスキャン設定］画面を表示したとき、業務種類と文書種類の設定がない場合は業務別
らくらくスキャン設定ウィザードが表示されます。画面にしたがって初期設定を完了させてくだ
さい。

業務別らくらくスキャン

日報

Nippou 

文書種類を選択してスキャンし
ます。

ファイル名は「日報 .xdw」  になりま
す。

文書が「Nippou」フォルダーに保存され
ます。

複合機側 送信先
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操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

ユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、機械管理者 ID とパスワードを入力
し、［OK］をクリックします。

参照
･「設定画面を表示する」（P.36）

2 ［設定ウィザードを使用］を選択し、［OK］をクリックします。

3 おすすめの業務種類の中から取り扱う文書の種類に近いものを選択し、［次へ］をクリックしま
す。
設定が完了すると、選んだ業務種類と文書種類が複合機のホーム画面のメニューアイコンとして
表示されます。

補足
･［おすすめの業務種類の管理］をクリックすると、設定ウィザードで指定できるおすすめの業務種類
を最大 10個まで登録できます。不要な業務種類を削除したり、公式サイトからダウンロードした業
務種類を登録できます。
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4 転送先を設定します。
参照
･ 各項目の詳細は「［送信先 1］/［送信先 2］の設定項目」（P.50）を参照してください。

5 ［接続確認］をクリックして、転送先が有効か確認します。
6 ［次へ］をクリックします。

7 必要に応じて［送信先 2（バックアップ）を設定する］を有効します。
有効にした場合、各項目を設定します。無効にした場合は、入力した内容は保存されません。

参照
･ 各項目の詳細は「［送信先 1］/［送信先 2］の設定項目」（P.50）を参照してください。

8 保存するファイル形式を選択し、［完了］をクリックします。

業務別らくらくスキャンの設定画面が表示されます。

補足
･ 業務に紐づいている文書には、次の設定が共通で設定されています。

- 転送先
- フォルダー名 : 文書種類名
- ファイル名 : 日時 (YYYY-MMDD-hhmmss)
- 傾き補正 : ON
- 白紙除去 : ON
- 自動正立 : ON

･ 設定ウィザードを使用せず、業務にあわせて詳細な設定をしたい場合は「業務種類 /文書種類を登録
する」（P.39）を参照してください。

4

5

6
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応用編 1  ファイル名に日時を付ける
毎日変わる日付や時刻をファイル名に付けることができます。ここでは、「基本編 まず使ってみ
よう」（P.9）で設定した内容をベースに、ファイル名に日付と時刻を加えた事例を紹介します。
紙文書の「日報」をスキャンして DocuWorks 文書に変換し、ファイル名に［文書種類名］と
［日付時刻］を指定して、共有フォルダー「Nippou」に保存します。

設定例
「設定例」（P.42）から、次の項目を変更します。

結果

業務別らくらくスキャン

日報

Nippou

文書が「Nippou」フォルダーに保存されま
す。

ファイル名が自動で設定されます。
「日報 -2021_0110_133005.xdw」  *1

複合機側 送信先

文書種類を選択してスキャンし
ます。

 2021年 1月 10日 13時 30分
05秒を表しています。

*1

年、月日、時刻の間を、どの文字で区切る
か指定します。この例では［_（アンダーバ
ー）］を指定します。

文書種類名と日付時刻との間を、どの文
字で区切るか指定します。この例では
［-（ハイフン）］を指定します。

［日時］を追加します 。

日報 -2021_0110_133005.xdw

Nippou
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応用編 2  サブフォルダーを自動生成して文書を仕分ける
ファイルだけでなく、フォルダーにも日々変わる名前を付けることができます。ここでは、日付
ごとにサブフォルダーを作成して、文書を仕分ける事例を紹介します。
紙文書の「日報」をスキャンして DocuWorks 文書に変換します。共有フォルダー「Nippou」
内に、任意の文字列と日付を組み合わせた名前でサブフォルダーを作成し、スキャンした文書を
保存します。
この機能を使うと、「Nippou」フォルダー内が日付で整理され、スキャンした文書の検索がしや
すくなります。

業務別らくらくスキャン

日報

Nippou

文書種類を選択してスキャンし
ます。

業務課 -2021_0110

ファイル名が自動で設定されます。
「日報 -2021_0110_133005.xdw」  

複合機側 送信先

業務課 -2021_0108

「Nippou」フォルダーの下に日付ごとのサ
ブフォルダーが作成され、文書が保存され
ます。
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設定例
応用編 1の「設定例」（P.12）から、次の項目を変更します。

結果

サブフォルダー名に付ける任意文字列
を入力します。この例では「業務課」と入
力します。

［フォルダー名任意文字列］と［日付］を
追加します。
ここで設定した値を上から順につなげ
た名前で、サブフォルダーが作成されま
す。

業務課 -2021_0110

日報 -2021_0110_133005.xdw

Nippou
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応用編 3  認証情報をファイル名に追加する
複合機に登録された認証情報を、ファイル名に付けることができます。ここでは、「応用編 2 サ
ブフォルダーを自動生成して文書を仕分ける」（P.13）で設定した内容に加えて、複合機の利用
者名をファイル名に付加する事例を紹介します。
紙文書の「日報」をスキャンし、共有フォルダー「Nippou」内に日付のサブフォルダーを作成
して保存します。このとき、ファイル名に［利用者名］と［日付時刻］を設定します。
この機能を使うと、利用者の名前が付いたファイルが作成されるので、あとから仕分けのために
ファイル名を変更する必要もなくなります。

業務別らくらくスキャン

日報

Nippou

業務課 -2021_0108

業務課 -2021_0110

「Nippou」フォルダーの下に日付ごとのサブ
フォルダーが作成され、文書が保存されます。

複合機側 送信先

ファイル名が自動で設定されます。
「富士太郎 -2021_0110_133005.xdw」  

「富士太郎」で認証し
ます。

文書種類を選択してス
キャンします。
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設定例
応用編 2の「設定例」（P.14）から、次の項目を変更します。

結果

順番を入れ替えます。この例では、上段
を［利用者名］、下段を［日時］に設定しま
す。

［ファイル名］で、［文書種類名］を除外し、
代わりに［利用者名］を追加します。

業務課 -2021_0110

富士太郎 -2021_0110_133005.xdw

Nippou
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応用編 4  QRコードを使用して文書を仕分ける
業務別らくらくスキャン専用の QR コードを使用して文書を仕分けることもできます。ここで
は、「販売日報」と「業務日報」の 2つの文書をまとめてスキャンし、自動で仕分ける事例を紹
介します。
この事例では、２種類のヘッダーシートを用意します。ヘッダーシートには、それぞれ部署名と
作成者名を記述した、業務別らくらくスキャン専用の QR コードを貼り付けます。
このヘッダーシートを「販売日報」、「業務日報」の前に挿入し、自動原稿送り装置でまとめてス
キャンします。「販売課」と「業務課」のサブフォルダーが自動で作成され、作成者の名前が付
いた日報ファイルが保存されます。

参照
･ 業務別らくらくスキャン専用の QRコードは、QR作成ツールで作成できます。詳細は「6  QRコー
ド付き文書の作成」（P.68）を参照してください。

補足
･ ヘッダーシートを文書に保存するかどうかを［QRページ付き処理］で選択できます。

業務別らくらくスキャン

Nippou

販売課 -2021_0110

ファイル名が自動で設定されます。
「富士ハナコ -2021_0110_133005.xdw」  

業務課 -2021_0110

「Nippou」フォルダーの下に「販売課」と
「業務課」の 2つのフォルダーが自動で作成さ
れ、文書が保存されます。

複合機側 送信先

ヘッダーシート

ヘッダーシート

文書種類を選択してス
キャンします。

ファイル名が自動で設定されます。
「富士タロウ -2021_0110_133005.xdw」  

専用 QRコード
販売日報
富士ハナコ

専用 QRコード
業務日報
富士タロウ
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設定例

操作手順
0 1 応用編 3の「設定例」（P.16）から、次の項目を変更します。

2 QR作成ツールを使用して、「仮想プリンター A」、「仮想プリンター B」を作成します。
QR作成ツールの［QR添付仮想プリンターの新規作成］画面では、次の項目を設定します。

(1)［業務別らくらくスキャン専用の QRコードプリンター作成する］を選択します。

(2)［設定項目］の［フォルダー名ルール］を選択します。

(3)［任意文字列 1］、［日付］の順にチェックマークを付けます。
ここでチェックマークを付けた順に、フォルダー名が付けられます。

(4)［任意文字列 1］のテキストボックスに、部署名を入力します。
仮想プリンター Aでは「販売課」、仮想プリンター Bでは「業務課」と入力します。

(5)［設定項目］の［ファイル名ルール］を選択します。

(6)［任意文字列 1］、［日付時刻］の順にチェックマークを付けます。
ここでチェックマークを付けた順に、ファイル名が付けられます。

(7)［任意文字列 1］のテキストボックスに、作成者名を入力します。
仮想プリンターAでは「富士ハナコ」、仮想プリンターBでは「富士タロウ」と入力します。

［専用QRコード］を選択します。

［専用 QRコード］を選択すると、この
画面で設定した［フォルダー名］と
［ファイル名］が無効になります。
［フォルダー名］と［ファイル名］は、
専用 QRコードで設定します。
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3 ヘッダーシートを 2種類作成し、「仮想プリンター A」、「仮想プリンター B」にそれぞれ印刷し
ます。QR コードが貼付された DocuWorks 文書が作成されるので、紙にプリントしてスキャ
ン原稿に挟み込みます。

4 ヘッダーシートを挟んだスキャン原稿を、自動原稿送り装置でまとめてスキャンします。このと
き、業務別らくらくスキャン画面では、［複数文書の分割方法］に［QR コードで分割する］を
選択します。

結果

販売日報
ヘッダーシート
富士ハナコ

業務日報
ヘッダーシート
富士タロウ

販売日報
ヘッダーシート
富士ハナコ

業務日報
ヘッダーシート
富士タロウ

市販の文書作成ソフトで、ヘッダー
シート用の電子文書を作成します。

スキャン原稿の間に挟み
込みます。

QR作成ツールで作成した仮想プリ
ンターを選択して印刷します。

QRコードが貼付さ
れた DocuWorks文
書が作成されます。

プリンター名：

仮想プリンター A
仮想プリンター B
           ：

印刷

XXXプリンター

印刷ダイアログボックス

作成された DocuWorks文書を通常
のプリンターでプリントします。

(3)

(4)
(5)

(2)
(1)

販売課 -2021_0110

富士ハナコ -2021_0110_133005.xdw

業務課 -2021_0110

富士タロウ -2021_0110_133005.xdw

Nippou
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応用編５  定型フォームの見積書や請求書が持つ文書情報を自動抽出し
て文書を仕分ける

定型フォームである見積書や請求書が持つ特定の文書情報を自動で抽出し、その情報を使用して
文書を仕分けることができます。ここでは、スキャンした請求書内の「宛先」、「作成日」、およ
び「管理番号」を抽出して、自動で仕分ける事例を紹介します。
この事例では、 「宛先」、「作成日」、「管理番号」が記載された原稿を使用します。
紙文書の「請求書」をスキャンして、「宛先」、「作成日」、「管理番号」の情報を抽出します。こ
のうち「宛先」を共有フォルダー「seikyusyo」内のサブフォルダー名に、「管理番号」と「作
成日」をファイル名に設定します。
この機能を使うと、文書内に記載された情報を使用して文書の仕分けやファイル名の設定ができ
るので、あとから仕分けのためにファイルの内容を確認してファイル名を変更する必要がなくな
ります。

次の手順で設定します。
• Step1　インターネットサービスで文書種類を設定する
• Step2　請求書をスキャンする

業務別らくらくスキャン

請求書

seikyusho

文書種類を選択してスキャンします。
自動で抽出された結果が画面に表示され
るので、必要に応じて修正します。

○○△△□□株式会社

文書情報を使用してファイル名が自動で
設定されます。
「09-01- 2021-01-01.xdw」  

複合機側 送信先

ABC株式会社

「seikyusho」フォルダーの下に宛先名
フォルダーが作成され、文書が保存さ
れます。
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Step1　インターネットサービスで文書種類を設定する
基本編の「設定画面を表示する」（P.9）を参考にして、次のように文書種類を設定します。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面で、［文書種類］の［追加］から［新規作成］をクリックします。

2 文書種類名に「請求書」と入力します。

3 ［読み取り設定］から［スキャン設定の選択］をクリックし、次のように設定します。
(1)［解像度］を設定します。［文字列の自動抽出］をする場合、300 dpi が推奨です。

(2)［ファイル形式］で［DocuWorks］を選択します。

(3)［OK］をクリックします。

4 ［読み取り設定］から［文字列の自動抽出］をクリックし、次のように設定します。
(1)文字列の自動抽出の選択メニューから［する（請求書）］を選択します。

(2)［宛先名］にチェックマークを付け、［履歴の使用］で［する］を選択し、［敬称（様 /殿 /御
中など）の削除］で［する］を選択します。

(3)［作成日］にチェックマークを付け、［書き出し形式］から［YYYY-MM-DD］を選択します。

(4)［管理番号］にチェックマークを付けます。［項目名］には何も入力しません。

(5)［確認画面を表示する］を有効にします。

(6)［OK］をクリックします。

5 ［送信設定］から［送信先１］をクリックし、次のように設定します。
(1)［サーバー種別］で［SMB］を選択し、必要な情報を入力します。

(2)［共有名］に「seikyusho」と入力します。

(3)［フォルダー名ルール］を有効にして、［宛先名（自動抽出）］を追加します。

(4)［OK］をクリックします。

(2)

(1)
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6 ［文書設定］から［ファイル名］をクリックし、次のように設定します。
(1)ファイル名に［管理番号（自動抽出）］と［作成日（自動抽出）］を追加します。
順番は［管理番号（自動抽出）］→［作成日（自動抽出）］の順にします。

(2)［OK］をクリックします。

7 ［OK］をクリックします。

8 ［新しい設定を適用］をクリックします。

Step2　請求書をスキャンする
ここからはユーザーの操作です。
例として、宛先に「〇〇△△□□株式会社」、管理番号（請求番号）に「09-01」、作成日（請求
日）に「2021年 1月 1日」と記載されている請求書をスキャンします。

操作手順
0 1 ［業務別らくらくスキャン］の画面で、Step1で作成した［請求書］を選択します。

2 設定確認画面が表示された場合は、［次へ］を押します。

3 スキャンする文書を複合機にセットし、スキャンをスタートします。
スキャンが実行され、［文字列の抽出結果］画面が表示されます。

宛先 作成日 管理番号
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4 抽出された宛先名、作成日、および管理番号を確認します。
抽出結果が異なる場合は、該当の項目を選択します（この例では、管理番号が正しく抽出されな
かったので、［管理番号］を選択します）。

5 正しい管理番号を入力し、［OK］を押します。

6 修正された内容を確認し、［送信］を押します。
共有フォルダー「seikyusyo」の下に、次のフォルダーとファイルが作成されます。

〇〇△△□□株式会社

09-01- 2021-01-01.xdw

seikyusyo
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応用編 6  定型フォームが持つ文書情報を使用して文書を仕分ける
見積書や請求書以外であっても、定型フォームであれば、文書内の情報を使用してファイル名を
付けたり、文書を仕分けたりできます。ここでは、スキャンした報告書の「件名」と「部署名」
を利用して、自動で仕分ける事例を紹介します。
この事例では、「件名」と「部署名」が記載された報告書を原稿として使用します。あらかじめ
「件名」と「部署名」が記載された領域を、文字情報の抽出領域として設定しておきます。
紙文書の「報告書」をスキャンすると、「件名」と「部署名」の文字情報が抽出されます。抽出
された「部署名」を共有フォルダー「houkokusyo」内のサブフォルダー名に、「件名」と作成
日時をファイル名に適用します。
この機能を使うと、文書内に記載された情報を使用して文書の仕分けやファイル名の設定ができ
るので、あとから仕分けのためにファイルの内容を確認してファイル名を変更する必要がなくな
ります。

次の手順で設定します。
• Step1　インターネットサービスで文書種類を設定する
• Step2　領域設定用の原稿を作成する
• Step3　原稿をスキャンして読み取り領域を設定する
• Step4　報告書をスキャンする

業務別らくらくスキャン報告書

houkokusyo

報告書をスキャンします。
自動で抽出された件名と部署名が表示さ
れるので、必要に応じて修正します。

システム開発部

件名がファイル名に設定されます。

複合機側 送信先

「houkokusyo」フォルダーの下に部署名
フォルダーが作成され、文書が保存され
ます。

業務別らくらくスキャン

あらかじめ、件名と部署名の領域を設
定しておきます。

領域設定用原稿
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Step1　インターネットサービスで文書種類を設定する
「設定例」（P.42）を参考にして、文書種類を設定します。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面で、［文書種類］の［追加］から［新規作成］をクリックします。

2 文書種類名に「報告書」と入力します。

3 ［読み取り設定］から［スキャン設定の選択］をクリックし、次のように設定します。
(1)［解像度］を設定します。［文字列の自動抽出］をする場合、300 dpi が推奨です。

(2)［ファイル形式］で［DocuWorks］を選択します。

(3)［OK］をクリックします。

4 ［読み取り設定］から［文字列の自動抽出］をクリックし、次のように設定します。
(1)文字列の自動抽出の選択メニューから［する（その他）］を選択します。

(2)認識言語を選択します。

(3)［読み取り領域 1］の［詳細設定］をクリックし、［詳細設定］ダイアログボックスで、［カ
ラーマーカーで読み取り領域を指定する］が選択されていることを確認します。
［領域名］に「件名」と入力します。

(4)［読み取り領域 2］の［詳細設定］をクリックし、（3）と同様に設定を確認します。
［領域名］に「部署名」と入力します。

(5)［確認画面を表示する］を有効にします。

(6)［OK］をクリックします。

5 ［送信設定］から［送信先１］をクリックし、次のように設定します。
(1)［サーバー種別］で［SMB］を選択し、必要な情報を入力します。

(2)［共有名］に「houkokusyo」と入力します。

(3)［フォルダー名ルール］を有効にして、［読み取り領域 2（自動抽出）］を追加します。

(4)［OK］をクリックします。

(2)

(1)
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6 ［文書設定］から［ファイル名］をクリックし、次のように設定します。
(1)ファイル名に［読み取り領域 1（自動抽出）］と［日時］を追加します。
順番は［読み取り領域 1（自動抽出）］→［日時］の順にします。

(2)［OK］をクリックします。

7 ［OK］をクリックします。

8 ［新しい設定を適用］をクリックします。
Step2　領域設定用の原稿を作成する
領域設定用のマーキングしてもかまわない原稿を用意します。今回は、件名と部署名の 2 箇所
を抽出したいので、原稿も２枚用意します。
設定用原稿には、白黒原稿を使用します。カラー原稿は、必ず白黒コピーをしてから使用してく
ださい。
設定用原稿に、「件名」の記載箇所をカラーマーカー（推奨は緑色）で指定します。

参照
･ 領域を指定するときの注意事項は「領域設定用原稿の作成」（P.78）を参照してください。

同様に、別の設定用の原稿に、「部署名」の記載箇所をカラーマーカーで指定します。
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Step3　原稿をスキャンして読み取り領域を設定する
Step2で作成した設定用原稿をスキャンして、読み取り領域を設定します。
この操作は、機械管理者が行います。

補足
･ 読み取り領域が設定されていない状態では、管理者以外のユーザーは文書種類を選択できません。

操作手順
0 1 ［業務別らくらくスキャン］の画面を表示し、Step1で作成した［報告書］を選択します。

2 ［領域 1（件名）］を選択します。

3 Step2で作成した件名設定用の原稿を複合機にセットし、［領域スキャン］を押します。

スキャンが実行され、原稿から読み取られた領域の座標（mm単位）が表示されます。

4 必要に応じて［＋］と［－］を押して数値を調整します。
確認または修正後、［OK］を押します。

5 ［領域 2（部署名）］についても同様に手順 2～ 4を実行し、部署名の領域を設定します。

6 内容を確認し、［次へ］を押します。

7 設定確認画面が表示された場合は、［次へ］を押します。

8 スキャンする原稿を複合機にセットします。
例として、件名「ABCアプリケーション評価の件」、部署名「システム開発部」と記載されてい
る報告書をスキャンします。

この文字列を自動抽出する
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補足
･ ここでは領域設定用原稿ではなく、実際にスキャンする原稿をセットします。

9 スキャンをスタートします。
スキャンが実行され、［文字列の抽出結果］画面が表示されます。

10 抽出された件名と部署名を確認します。
文字列が正しく抽出されている場合は［送信］を押します。
抽出結果が異なる場合は、［読み取り領域設定のやりなおし］を押します。

補足
･［読み取り文字数を指定する（1 ～ 70）］が設定されている場合は、設定文字数以上の文字は抽出さ
れません。

以上で設定は終了です。共有フォルダー「houkokusyo」の下に、次のフォルダーとファイルが
作成されます。

Step4　報告書をスキャンする
ここからはユーザーの操作です。
Step3と同一フォームで別の原稿をスキャンし、動作を確認します。
例として、件名「新規開発プロジェクトの件」、部署名「システム開発部」と記載されている報
告書をスキャンします。

操作手順
0 1 ［業務別らくらくスキャン］の画面で、［報告書］を選択します。

2 設定確認画面が表示された場合は、［OK］を押します。

3 スキャンする文書を複合機にセットし、スキャンをスタートします。
スキャンが実行され、［文字列の抽出結果］画面が表示されます。

4 抽出された件名と部署名を確認します。
抽出結果が異なる場合は、該当の項目を選択します。

システム開発部

ABCアプリケーション評価の件 -2021-0118-000138.xdw

houkokusyo
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5 部署名の文字列を修正し、［OK］を押します。

6 修正された内容を確認し、［送信］を押します。
「houkokusyo」の下の部署名フォルダーに、件名の異なるファイルが作成されます。

システム開発部

ABCアプリケーション評価の件 -2021-0118-000138.xdw

新規開発プロジェクトの件 -2021-0118-003057.xdw

houkokusyo
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活用編  拡張属性を設定し DocuWorks文書を検索する
業務別らくらくスキャンの拡張属性機能を使うと、スキャンするときに任意の属性値を入力して
文書に保存できます。保存された属性値は、文書の検索などに利用できます。
たとえば、契約書をスキャンし、有効期限を付加して DocuWorks 文書に保存できます。
DocuWorks の属性ビューの機能を使えば、保存された文書を有効期限で検索し、10 日以内に
期限を迎える契約書だけを検索するといったことができます。

参照
･ DocuWorksの属性ビュー機能については、DocuWorksのマニュアルを参照してください。

設定例

複合機側 DocuWorks側

業務別らくらくスキャン

契約書

属性ビュー機能を使用して、「有
効期限」で文書を検索できます。

プロパティ名：

値：

有効期限

文書種類を選択し、拡張属性の設定
画面で「有効期限」の値を入力しま
す。

「有効期限」の属性が付いた
DocuWorks文書が作成されます。

文書名：

契約書

10日以内

属性名に「有効期限」、属性タイプで［日
付］を指定すると、スキャン時の複合機
の操作パネルに、有効期限の日付を入
力する画面が表示されます。
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3 動作環境
複合機

業務別らくらくスキャンは、次の環境で動作します。
お使いの複合機の環境が条件を満たしていない場合は、必要なオプションを増設してください。
• ストレージ搭載機
• システムメモリー　2 GB以上搭載機
• プリンターキット搭載機
• スキャナーキット搭載機

お使いの複合機が、ストレージ、およびシステムメモリーの環境が条件を満たしているかを確認
する手順は、次のとおりです。

操作手順
0 1 ［機械確認］＞［詳細情報］を押します。

2 ［機械構成］を押します。
3 ［ストレージ］の項目が表示されていることと、［システムメモリーサイズ］の項目が 2048 MB
以上であることを確認します。

送信先 FTP/SMBサーバー
業務別らくらくスキャンで使用できる FTP サーバーと SMB サーバーは、次の要件を満たす必
要があります。

Windowsの場合
Windows が提供する IIS（Internet Information Services）に含まれる FTP サーバーと SMB
サーバーを対象とします。
対応 OSは次のとおりです。
• Windows Server 2022
• Windows Server 2019
• Windows Server 2016
• Windows 11
• Windows 10
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Mac OS の場合
Mac OSが提供するファイル共有機能に含まれる SMBサーバーを対象とします。
対応 OSは次のとおりです。
• macOS 13 Ventura
• macOS 12 Monterey
• macOS 11 Big Sur
• OS X 10.15 Catalina
• OS X 10.14 Mojave
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4 環境設定
お使いの複合機で、業務別らくらくスキャンを利用するための環境を設定します。

複合機の設定
業務別らくらくスキャンを利用するためには、次の設定が必要です。本機能を使用する前に、各
項目が正しく設定されているか確認してください。設定方法の詳細は、お使いの複合機のマニュ
アルを参照してください。

項目 設定内容

SOAPポート ［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［SOAP］
･ SOAP-ポート：起動
･ SOAP-ポート番号：80

FTPクライアント *1 ［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［FTPクライアン
ト］
･ FTPクライアント -ポート：起動

SMBクライアント *2 ［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［SMBクライアン
ト］
･ SMBクライアント -ポート：起動

DNSサーバーアドレス *3 ［設定］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］>［TCP/IP- ネッ
トワーク設定］

［IPv4-IP アドレス取得方法］を［手動で設定］にしている場合：いった
ん［DHCP から取得］に変更する。

［IPv4-DNS 設定］：
･ DHCPからのアドレス取得：無効
･ DNSサーバーアドレス 1

メール送信設定（SMTP）*4 ［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［メール送信］
･ メール送信 -ポート：起動

［設定］＞［ネットワーク設定］＞［メール送受信設定］＞［SMTP
サーバー設定］
･ SMTPサーバー -サーバー名 /アドレス
･ SMTPサーバー -ポート番号

［設定］＞［ネットワーク設定］＞［本体メールアドレス /ホスト名］
･ メールアドレス

メール通知サービス *4 ［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［メール通知サー
ビス］
･ メール通知サービス -ポート：起動

組み込みプラグイン機能 ［設定］＞［システム設定］＞［プラグイン設定］
･ 組み込みプラグイン機能：有効

Webブラウザー設定 ［設定］＞［アプリ設定］＞［Webブラウザー設定］
･ 終了時のキャッシュ削除：無効
･ キャッシュの使用：有効

*1 文書を FTPサーバーに保存する場合に設定します。
*2 文書をWindowsまたはMac上の共有フォルダーに SMB転送する場合に設定します。
*3 文書をWorking Folderに転送する場合に設定します。
*4 スキャン処理の終了時にメールで通知する場合に設定します。
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補足
･ FTPサーバーのポート番号は、文書種類情報の作成時に指定します。文書種類情報の作成時にポート
番号が指定されなかった場合は、組み込みプラグインに設定された Well-Known ポート番号が適用
されます。

インターネットサービスの設定

項目 設定内容

追加型アプリの有効化設定 ［アプリ］＞［アプリ設定］
･ 追加型アプリの有効化設定：有効

組み込みプラグイン機能 ［システム］＞［プラグイン設定］
･ 組み込みプラグイン機能：有効



5  業務別らくらくスキャンの設定（管理者の操作）

35

5 業務別らくらくスキャンの設定（管理者
の操作）
管理者は、インターネットサービスから表示されるプラグイン設定画面で、業務別らくらくス
キャンの運用と管理をします。

業務別らくらくスキャンの設定画面でできること

設定情報の管理
業務種類や文書種類の情報を設定して、複合機に登録します。また、複合機に設定されている業
務種類や文書種類の情報を削除します。設定した内容は、複合機の［業務別らくらくスキャン］
画面に反映されます。
設定情報を、外部のファイルにエクスポートもできます。エクスポートしたファイルをほかの複
合機にインポートすることで、複数の複合機を同じ設定にできます。

複合機の［業務別らくらくスキャ
ン］画面に、ボタンが表示される

設定画面から、文書種類情報を
登録する

登録

エクスポート

インポート

インポート

複合機 A
インターネットサービス

複合機 B

複合機 C

設定情報ファイル
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業務別らくらくスキャン専用の QRコード用文字列の作成
業務別らくらくスキャンで読み取るための、QRコード用文字列（テキスト情報）を作成します。
QRコード用文字列には、ファイル名の作成ルール、保存先フォルダーの作成ルール、および拡
張属性を設定できます。
ここで作成した QRコード用文字列を、市販の QRコード作成ソフトを使用して QRコードに変
換し、原稿に印刷することで、業務別らくらくスキャンに対応した QRコード付き文書を作成で
きます。

補足
･ 設定画面では、QRコード用の文字列（テキスト情報）だけを作成します。QRコードは作成できません。
･ QR 作成ツールを使用すると、業務別らくらくスキャン専用の QR コードを作成して、DocuWorks
文書に貼り付けることができます。詳しくは、「6  QRコード付き文書の作成」（P.68）を参照してく
ださい。
･ QRコードの文字数や解像度によって、解読できる印字領域のサイズが異なります。詳しくは「注意

/ 制限事項について」（P.90）を参照してください。

設定画面を表示する
業務別らくらくスキャンの設定画面の表示方法は、次のとおりです。

補足
･ 設定画面の初回起動時は、［業務別らくらくスキャンの初期設定］画面が表示されます。詳しくは、
「設定ウィザードにしたがって初期設定する」（P.9）を参照してください。

操作手順
0 1 コンピューターを起動し、Webブラウザーを起動します。

2 Web ブラウザーのアドレス欄に、お使いの複合機の IP アドレス、またはインターネットアド
レスを入力します。
インターネットサービスが起動します。

3 機械管理者モードに入ります。

QRコードにする文字列
を作成

QRコードが付加された文書
をスキャン

QRコード作成ソフトで QR
コードを作成

文字列

QRコード作成
ソフト

QRコード
付き文書

印刷

スキャン

インターネットサービス

ABCDE
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4 ［アプリ］をクリックし、［その他のアプリ］で［業務別らくらくスキャン］を選択します。

5 ［利用プラグイン］で［表示］をクリックします。

業務別らくらくスキャンの設定画面が表示されます。
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設定画面の詳細

項目 説明

ナビゲーションバー 設定画面を切り替えます。

追加（業務種類） 業務種類の情報を作成し、複合機に設定します。
参照
･ 詳しくは、「業務種類 /文書種類を登録する」（P.39）を参照し
てください。

ウィザードで設定 設定ウィザードにしたがって業務種類 /文書種類の情報を作成し、
複合機に設定します。

参照
･ 詳しくは、「設定ウィザードにしたがって初期設定する」（P.9）
を参照してください。

新規作成 文書種類の情報を作成し、複合機に設定します。
参照
･ 詳しくは、「業務種類 /文書種類を登録する」（P.39）を参照し
てください。

追加（文書種類）

新規作成 文書種類の情報を作成し、複合機に設定します。
参照
･ 詳しくは、「業務種類 /文書種類を登録する」（P.39）を参照し
てください。

参照 クリックして表示されるリストから文書種類を選択して、文書種類
の情報を複製します。この機能は、別の業務種類に設定されている
文書種類の情報を複製する場合に、使用できます。

選択した業務種類、または文書種類の情報を複製・編集・削除しま
す。

選択した業務種類、または文書種類の順番を入れ替えます。スキャ
ン時の選択画面では、ここで設定した順番で業務種類や文書種類が
表示されます。

ナビゲーションバー
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業務種類 /文書種類を登録する
業務種類と文書種類の情報を作成し、複合機に設定します。
業務種類は最大 8個、文書種類は業務種類ごとに最大 10個設定できます。

補足
･ 業務種類 /文書種類の設定方法として、ウィザード設定と新規作成があります。
･ ウィザード設定は「設定ウィザードにしたがって初期設定する」（P.9）、新規作成は「業務種類 / 文
書種類を登録する」（P.39）の手順で設定してください。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

ユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、機械管理者 ID とパスワードを入力
し、［OK］をクリックします。

参照
･「設定画面を表示する」（P.36）

2 ナビゲーションバーで［らくらくスキャンの設定］をクリックします。

3 ［業務種類］の［追加］から［新規作成］をクリックします。

補足
･［ウィザードで設定］を選択した場合、設定方法は「設定ウィザードにしたがって初期設定する」（P.9）
を参照してください。

4 業務種類の名前を入力して、［OK］をクリックします。
参照
･ 各項目の詳細は「［業務種類の設定］の設定項目」（P.43）を参照してください。

認証情報の一括更新 文書を保存するサーバーにログインするための認証情報（ユーザー
名とパスワード）を、一括で更新します。複数の文書種類に設定さ
れている認証情報を、まとめて更新できます。

参照
･ 詳しくは、「認証情報を一括で更新する」（P.57）を参照してく
ださい。

項目 説明
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5 ［文書種類］の［追加］から［新規作成］をクリックします。

6 次の操作をします。
参照
･ 各項目の詳細は「［文書種類の設定］の設定項目」（P.43）を参照してください。

(1) 文書種類の名前を入力します。

(2)［読み取り設定］から［スキャン設定の選択］をクリックし、スキャンに関する設定をします。
スキャン設定の選択メニューから、［詳細を設定する］またはユーザー定義のスキャン設定
を選択します。［詳細を設定する］を選択した場合は、詳細項目が表示されるので、それぞ
れ指定します。

参照
・ユーザー定義は、［共通設定］＞［ユーザー定義スキャン］であらかじめ設定しておきます。詳
細は、「スキャン設定のユーザー定義を設定する」（P.60）を参照してください。

(3) 設定が完了したら［OK］をクリックします。
(4)［送信設定］から、スキャン文書の送信先や、メール通知利用の設定をします。

(5) 設定が完了したら［OK］をクリックします。

スキャン設定の
選択メニュー
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(6)［文書設定］から［ファイル名］をクリックして、スキャン文書のファイル名を設定します。
［読み取り設定］の［スキャン設定の選択］でファイル形式に DocuWorks または PDF を選
択した場合は、スキャン文書の拡張属性も設定できます。
ファイル名を指定する場合は、次の操作をします。
• 項目を追加する：
左側のリストボックスで、追加したい項目にチェックマークを付け、［追加］をクリック
します。［ファイル名任意文字列］を選択した場合は、任意の文字列を入力します。

• 順番を変更する：
右側のリストボックスで、順番を変更する項目にチェックマークを付け、 または を
クリックします。リストの上から順に、フォルダー名やファイル名が付けられます。

• 項目を削除する：
右側のリストボックスで、削除したい項目にチェックマークを付け、［除外］をクリック
します。

(7) 設定が完了したら［OK］をクリックします。
(8) すべての設定が完了したら、［文書種類の設定］画面で［OK］をクリックします。

7 文書種類を複数設定する場合は、手順 5～ 6を繰り返します。
作成済みの文書種類を利用して作成することもできます。次のどちらかで文書種類を選択し、必
要に応じて設定を変更して保存します。
• 登録されている文書種類を選択して の［コピー］をクリックする
•［追加］＞［参照］をクリックして、登録されている文書種類を選択する

8 業務種類を複数設定する場合は、手順 3～ 7を繰り返します。
作成済みの業務種類を利用して作成することもできます。その場合は、リストボックスで業務種
類を選択して、［コピー］をクリックします。

9 ［新しい設定を適用］をクリックします。
業務種類と文書種類の情報が複合機に登録されます。



5  業務別らくらくスキャンの設定（管理者の操作）

42

設定例
［文書種類の設定］画面では、次の項目を設定します。

補足
･ お客様の環境でSMBポートに初期値と異なる値を使用している場合は、［ポート番号］を変更します。
･［保存場所］は、サブフォルダーのことです。共有フォルダー内のサブフォルダーに文書を転送する
場合は、この項目を指定します。

項目 説明

文書種類名
（日本語表記用）

文書種類名を指定します。この例では「日報」と入力します。
業務種類が 1つだけの場合は、スキャン時の最初の画面に、この名称の
ボタンが表示されます。

文書種類名（英語表記用） 複合機の言語設定を英語にすると、この設定が反映されます。

読み取り設定 >スキャン設
定の選択

スキャンする方法を選択します。この例では［詳細を設定する］を選択し
ます。

解像度 読み取り解像度を選択します。［文字列の自動抽出］をする場合、300 
dpiが推奨です。

ファイル形式 ファイル形式を指定します。この例では［DocuWorks］を選択します。

送信設定＞送信先 1 送信先 1の設定をします。

サーバー種別 転送プロトコルを指定します。この例では［SMB］を選択します。

サーバー名 /IPアドレス 転送先のホスト名または IPアドレスを指定します。

共有名 転送先の共有フォルダーを指定します。この例では、「Nippou」と入力し
ます。

ユーザー名 共有フォルダーに書き込み可能なアカウントを指定します。

文書設定＞ファイル名 ファイル名は必須です。この例では［文書種類名］を指定します。
この例の場合、スキャンした文書のファイル名は「日報」になります。
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［業務種類の設定］の設定項目
補足
･ 表中の「バイト」は UTF-8文字コードで表したバイト数です。文字によって、文字数のカウント方
法が異なります。たとえば、全角文字は 2～ 4バイトで表されます。

［文書種類の設定］の設定項目
補足
･ 表中の「バイト」は UTF-8文字コードで表したバイト数です。文字によって、文字数のカウント方
法が異なります。たとえば、全角文字は 2～ 4バイトで表されます。
･ 複合機に搭載されていない機能やユーザーに利用権限がない機能は、項目がグレー表示または非表示
になります。

項目 説明

アイコン ［変更］をクリックして、複合機の操作パネルに表示される業務種類ボタン
のアイコンを指定します。

業務種類名
（主言語表記用）

［共通情報の設定］画面の［処理言語］で設定した言語で表示する場合に使
用する業務種類名を、32バイト以内で入力します。*1

補足
･ 主言語表記、英語表記、処理言語の業務種類名がすべて設定されてい
ない場合、複合機でアプリケーションを操作したときにエラーを表示
します。

業務種類名
（英語表記用）

英語で表示する場合に使用する業務種類名を、半角で 32文字以内で入力し
ます。*1

補足
･［共通情報の設定］画面の［処理言語］が英語に設定されている場合、
この項目は表示されません。
･ 英語表記は複合機で主言語とほかの言語に切り替えた場合に使用しま
す。
･ 英語表記を設定していない場合は、処理言語の業務種類名を表示しま
す。

*1 次の文字は入力できません。
コロン（:）、円（￥）、バックスラッシュ（\）、スラッシュ（/）、クエスチョン（?）、アスタリス
ク（*）、パイプ（|）、 アンパサンド（&）、山かっこ（<　>）、ダブルクォート（"）、シングル
クォート（'）、カンマ（,）、波かっこ（{ }）、かっこ（( )）
ピリオド（.）は文字列の最初と最後に付与できません。
半角スペースのみの入力はできません。
また、次の文字列は使用できません。
CON、PRN、AUX、NUL、COM0、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、
COM7、COM8、COM9、LPT0、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、
LPT9

項目 説明

アイコン ［変更］をクリックして、複合機の操作パネルに表示される文書種類ボタン
のアイコンを指定します。

文書種類名
（主言語表記用）

［共通情報の設定］画面の［処理言語］で設定した言語で表示する場合に使
用する文書種類名を、32バイト以内で入力します。*1 *3

補足
･ 主言語表記、英語表記、処理言語の文書種類名がすべて設定されてい
ない場合、複合機でアプリケーションを操作したときにエラーを表示
します。
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［スキャン設定の選択］の設定項目

文書種類名
（英語表記用）

英語で表示する場合に使用する文書種類名を、半角で 32文字以内で入力し
ます。*1 *3

補足
･［共通情報の設定］画面の［処理言語］が英語に設定されている場合、
この項目は表示されません。
･ 英語表記は複合機で主言語とほかの言語に切り替えた場合に使用しま
す。
･ 英語表記を設定していない場合は、処理言語の文書種類名を表示しま
す。

読み取り設定 次の項目を設定できます。
･ スキャン設定の選択（P.44）
･ QRコード /バーコードの利用（P.47）
･ 複数文書の分割（P.48）
･ 文字列の自動抽出（P.49）

送信設定 次の項目を設定できます。
･ 送信先 1（P.50）
･ 送信先 2（P.50）
･ メール通知利用（P.53）

文書設定 次の項目を設定できます。
･ ファイル名（P.54）
･ 拡張属性の付与（P.56）

項目 説明

スキャン設定の選択 読み取り方法や画像処理などスキャンに関する設定を、次のどちらかの方
法で指定します。
･ 詳細を設定する
スキャンに関する詳細項目を指定します。
･ ユーザー定義
あらかじめ［共通設定］＞［ユーザー定義スキャン］で設定したユーザー
定義メニューから選択します。設定方法は、「スキャン設定のユーザー定義
を設定する」（P.60）を参照してください。

プレビュー ［スキャン設定の選択］で［詳細を設定する］を選択した場合に設定しま
す。
プレビューを表示するかどうかを指定します。

補足
･ お使いの複合機の機種によっては、プレビューの設定項目が表示され
ません。

カラーモード ［スキャン設定の選択］で［詳細を設定する］を選択した場合に設定しま
す。
原稿を読み取るときのカラーモードを指定します。

読み取り面 ［スキャン設定の選択］で［詳細を設定する］を選択した場合に設定しま
す。
原稿の読み取り面を選択します。

文書サイズ お使いの複合機が A4複合機で、かつ［スキャン設定の選択］で［詳細を設
定する］を選択した場合に設定します。
原稿の読み取りサイズを指定します。

補足
･ お使いの複合機が A3 複合機および一部の A4 複合機の場合は、文書サ
イズが自動で検知されます。

項目 説明
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ミックスサイズ原稿送
り

お使いの複合機が A3 複合機および一部の A4 複合機の場合で、かつ［ス
キャン設定の選択］で［詳細を設定する］を選択した場合に設定します。
異なるサイズが混ざった原稿を一度にスキャンし、［文書サイズ］で指定し
たサイズに合わせて拡大 /縮小して出力する場合は、［する］を指定しま
す。［しない］を選択した場合は、異なるサイズの原稿を［文書サイズ］で
指定したサイズに合わせて拡大 /縮小せずに出力します。

原稿セット向き ［スキャン設定の選択］で［詳細を設定する］を選択した場合に設定しま
す。
原稿をセットする向きを指定します。

解像度 原稿を読み取るときの解像度を設定します。数値が大きくなるほど、細か
く読み取られますが、データ量は大きくなります。

補足
･［文字列の自動抽出］をする場合、［読み取り解像度（dpi）］は 300 dpi
が推奨です。

ファイル形式 ［スキャン設定の選択］で［詳細を設定する］を選択した場合に設定しま
す。
文書を保存するときのファイル形式を選択します。

文字認識（OCR） ［スキャン設定の選択］で［詳細を設定する］を選択し、かつ［ファイル形
式］で［DocuWorks］または［PDF］を選択した場合に設定します。
文字認識（OCR）処理をするかどうかを指定します。

補足
･ 文書種類に設定された値によっては、文字認識（OCR）機能を使用で
きない場合があります。文字認識（OCR）機能を使用できる条件につ
いては、「注意 / 制限事項について」（P.90）を参照してください。

認識言語 ［文字認識（OCR）］で［する］を選択した場合に設定します。
文字認識（OCR）処理をする言語を選択します。

高圧縮 ［スキャン設定の選択］で［詳細を設定する］を選択し、かつ［ファイル形
式］で［DocuWorks］または［PDF］を選択した場合に設定します。
文書を高圧縮で保存するかどうかを指定します。

補足
･ 文書種類に設定された値によっては、高圧縮機能を使用できない場合
があります。高圧縮機能を使用できる条件については、「注意 / 制限事
項について」（P.90）を参照してください。

白紙除去 白紙のページがあった場合に、除去するかどうかを指定します。
補足
･［複数文書の分割］で［指定ページずつ分割する］を選択し、分割する
ページ数を 2 ページ以上に指定した場合は、分割後に［白紙除去］さ
れます。
･ 一部の機種では、白紙除去（パンチ穴）を設定することができます。
この設定では、パンチ穴があいた白紙を除去する精度が上がります。

傾き補正 文書の傾きを自動で補正するかどうかを指定します。

項目 説明
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自動正立 自動正立をするかどうかを指定します。
［文字認識（OCR）］を、［する］に設定した場合は、自動正立は必ず［す
る］になります。

補足
･ 自動正立は、原稿の文字を OCR（光学式文字認識）で認識し、原稿の
向きを判別する機能です。そのため、文字がない原稿は自動正立がで
きません。なお、文字認識（OCR）は、操作パネルの表示と同じ言語
で行われます。
注記
･ タイ語、ベトナム語、インドネシア語で自動正立機能を使用するには、
複合機の表示言語をタイ語、ベトナム語またはインドネシア語に設定
し、オプションのスキャン機能拡張キットを装着する必要があります。

次原稿 セットした原稿をスキャンした後、追加で原稿をスキャンしたい場合は設定
します。

PDFセキュリティ ［ファイル形式］で［PDF］を選択した場合に設定します。PDF文書にセ
キュリティを設定するかどうかを指定します。

補足
･ セキュリティを設定する場合、［文書を開くパスワード］か［権限パス
ワード］のどちらかを必ず設定してください。
･ 転送先がメールの場合、PDFセキュリティ機能は使用できません。

文書を開くパスワード ［ファイル形式］で［PDF］を選択した場合に設定します。PDF文書を開く
パスワードを入力します。

補足
･［文書を開くパスワード］と［権限パスワード］に同一の文字列を設定
することはできません。

権限パスワード PDF文書の印刷および編集を制限するパスワードを入力します。
補足
･［文書を開くパスワード］と［権限パスワード］に同一の文字列を設定
することはできません。
･［権限パスワード］を設定する場合、最低 1文字以上を入力してくださ
い。

印刷を許可 文書の印刷を許可するかしないかを選択します。

変更を許可 文書の変更を許可するかしないかを選択します。

テキスト、画像、その
他の内容のコピーを有
効にする

チェックマークを付けると、文書内のテキスト、画像、その他の内容をコ
ピーできます。

スクリーンリーダーデ
バイスのテキストアク
セスを有効にする

チェックマークを付けると、スクリーンリーダーデバイスのテキストアク
セスを有効にします。

互換性のあるバージョ
ン

［PDFセキュリティ］で［パスワード（128bit AES）］を選択した場合は、
［Acrobat 7.0およびそれ以降］を表示します。［パスワード（256bit 
AES）］を選択した場合は、［Acrobat Xおよびそれ以降］を表示します。

DocuWorksセキュリ
ティ

［ファイル形式］で［DocuWorks］を選択した場合に設定します。DocuWorks
文書にセキュリティを設定するかどうかを指定します。

補足
･ 転送先がメールの場合、DocuWorksセキュリティ機能は使用できま
せん。

開くパスワード DocuWorks 文書を開くパスワードを入力します。

フルアクセスパスワー
ド

フルアクセスパスワードを入力します。

文書の編集を禁止 文書の編集を禁止するかしないかを選択します。

項目 説明
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［QRコード /バーコードの利用］の設定項目

アノテーションの編集
を禁止

アノテーションの編集を禁止するかしないかを選択します。

印刷を禁止 文書の印刷を禁止するかしないかを選択します。

転記を禁止 文書の転記を禁止するかしないかを選択します。

項目 説明

QRコード /バーコードの
利用

スキャン時に QRコードまたはバーコードを使用するかどうかを指定しま
す。
･ しない

QRコードおよびバーコードを使用しません。
･ 専用 QRコード
業務別らくらくスキャン専用の QRコードを読み取って処理します。この
項目を選択した場合は、次の項目が非表示になります。

-フォルダー名ルール
-ファイル名ルール
-ファイル名 /フォルダー名区切り文字
-拡張属性 1～拡張属性 6

･ 一般 QRコード
任意の文字列が埋め込まれた QRコードを読み取って処理します。
最大 128バイトの文字列を処理できます。
･ バーコード
任意の文字列が埋め込まれたバーコードを読み取って処理します。
最大 64バイトの文字列を処理できます。

バーコードの設定

バーコードの種類 ［QRコード /バーコードの利用］で［バーコード］を選択した場合に設定
します。使用するバーコードの種類を設定します。

チェックデジットを利
用

［QRコード /バーコードの利用］で［バーコード］を選択した場合に設定
します。チェックデジット付きのバーコードを読み取る場合に設定します。

高解像度でバーコード
を認識

［QRコード /バーコードの利用］で［バーコード］を選択した場合に設定
します。バーコードを高解像度で読み取り、［スキャン設定の選択］で設定
した解像度に保存する場合に設定します。

文字列の一部のみを使用
する

［QRコード /バーコードの利用］で［一般 QRコード］または［バーコー
ド］を選択した場合に設定します。
読み取った QRコード、またはバーコードの文字列の一部だけを使用する
場合に、チェックマークを付けます。
部分指定する位置は、2箇所まで指定できます。

区切り文字で分割する
/
文字列の位置を指定す
る

［文字列の一部のみを使用する］でチェックマークを付けた場合に設定しま
す。
使用する部分の指定方法を、次から選択します。
･ 区切り文字で分割する
読み取った QRコード /バーコード文字列を、指定した区切り文字で分割
し、分割した文字列の何番目を使用するかを指定します。
･ 文字列の位置を指定する
読み取った QRコード /バーコード文字列のうち、使用する部分の開始位
置と、読み取る文字数を指定します。
たとえば、QRコード文字列が
    100_document_fuji.taro@com_0123-45-6789
の場合で、フォルダー名に「100」を、ファイル名に「document」を使用
したい場合は、次のように指定します。

項目 説明
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［複数文書の分割］の設定項目

区切り文字で分割する
/
文字列の位置を指定す
る

一般 QR文字列 1に「100」を指定して、フォルダー名に利用する例
･ 文字列の一部のみを利用する（一般 QR文字列 1）：有効
区切り文字で分割する場合：

-区切り文字で分割する：有効
-区切り文字：アンダーバー（_）
-順番：1番目

または、
文字列の位置を指定する場合：

-文字列の位置を指定する：有効
-開始位置：1文字目
-読み取り文字数：3

･ フォルダー名ルール：一般 QR文字列 1を指定

一般 QR文字列 2に「document」を指定して、ファイル名に利用する例
･ 文字列の一部のみを利用する（一般 QR文字列 2）：有効
区切り文字で分割する場合：

-区切り文字で分割する：有効
-区切り文字：アンダーバー（_）
-順番：2番目

または、
文字列の位置を指定する場合：

-文字列の位置を指定する：有効
-開始位置：5文字目
-読み取り文字数：8

ファイル名ルール：一般 QR文字列 2を指定

区切り文字 ［区切り文字で分割する］を選択した場合に設定します。
QRコード /バーコード文字列を分割するための区切り文字を入力します。

順番 ［区切り文字で分割する］を選択した場合に設定します。
区切り文字で分割された QRコード /バーコード文字列のうち、何番目を
使用するか入力します。

開始文字数 ［文字列の位置を指定する］を選択した場合に設定します。
QRコード /バーコードの文字列のうち、使用する部分の開始位置を入力し
ます。

読み取り文字数 ［文字列の位置を指定する］を選択した場合に設定します。
QRコード /バーコードの文字列のうち、使用する文字数を入力します。

最大読み取り文字数 ［QRコード /バーコードの利用］で［一般 QRコード］を選択した場合に
設定します。読み取る QRコードの最大の文字数を指定します。

項目 説明

複数文書の分割 文書の分割方法の初期設定を選択します。
補足
･［QRコード /バーコードの利用］で QRコードやバーコードを利用す
る設定をした場合は、［白紙で分割する］と［指定ページずつ分割す
る］は指定できません。
･ 文書の分割方法は、スキャン時に操作パネルからも変更できます。

バーコード付きページ
を読み込む

［複数文書の分割］で［バーコードで分割する］を選択した場合に設定しま
す。
バーコードで分割するとき、分割後にバーコードページを削除するかどう
かを指定します。

項目 説明
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［文字列の自動抽出］の設定項目

連番設定 ファイル名に付与する連番を設定します。

番号付け ファイル名に連番を付与するのときの条件を選択します。

桁数 ファイル名に付与する連番の桁数を選択します。
補足
･ 指定できるパス長は、［3桁］を選択した場合 241バイト、［4桁］を
選択した場合は 240バイトです。

区切り文字 連番の前に付与する区切り文字を選択します。

項目 説明

文字列の自動抽出 ［する（請求書）］または［する（見積書）］を選択すると、宛先名、作成
日、管理番号、および期日を自動で検索して抽出できます。

補足
･ 文字列の自動抽出をするには、オプションのスキャン機能拡張キット
が必要です。お使いの複合機によっては、オプションの形式が異なる
場合があります。詳細は、弊社担当者にお問い合わせください。
･［文字列の自動抽出］をする場合、［解像度］は 300 dpiが推奨です。
･ お使いの複合機によっては、文字認識（OCR）の処理優先度が異なる
ため、期待していない文字列の抽出結果が表示される場合があります。
詳細は、弊社担当者にお問い合わせください。

認識言語 自動抽出時に文字認識処理をする言語を選択します。

宛先名 ［文字列の自動抽出］で［する（請求書）］または［する（見積書）］を選択
した場合に設定します。宛先名を自動で抽出するかどうかを指定します。

履歴の使用 ［宛先名］にチェックマークを付けた場合は、宛先履歴機能を使用するかど
うかを指定します。

敬称（様 /殿 /御中な
ど）の削除

敬称を削除するかどうかを選択します。
［する］に設定した場合は、自動抽出した文字列から「様」「殿」「御中」な
どのキーワードが削除されます。

英単語間のスペース削
除

抽出した文字列のスペースを削除するかどうかを設定します。

ハイフン /長音記号の
置き換え

抽出したハイフン文字を全角の長音記号に置き換えるかを選択します。

作成日 ［文字列の自動抽出］で［する（請求書）］または［する（見積書）］を選択
した場合に設定します。
作成日を自動で抽出するかどうかを指定します。

書き出し形式 ［作成日］にチェックマークを付けた場合に設定します。
自動抽出した作成日をフォルダー名やファイル名に利用する場合の日付形
式、および画面に表示する日付形式を選択します。

管理番号 ［文字列の自動抽出］で［する（請求書）］または［する（見積書）］を選択
した場合に設定します。
管理番号を自動で抽出するかどうかを指定します。

項目名 ［管理番号］にチェックマークを付けた場合は、管理番号の検索に使用する
項目名を、90バイト以内で入力します。

期日 ［文字列の自動抽出］で［する（請求書）］または［する（見積書）］を選択
した場合に設定します。
期日を自動で抽出するかどうかを指定します。

項目名 ［期日］にチェックマークを付けた場合は、期日の検索に使用する項目名
を、90バイト以内で入力します。

項目 説明
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［送信先 1］/［送信先 2］の設定項目

読み取り領域 1～｛N｝ ［文字列の自動抽出］で［しない］以外を選択した場合に設定します。
設定する読み取り領域にチェックマークを付けて、各項目を指定します。

詳細設定 クリックすると、［詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。
［詳細設定］ダイアログボックスでは、次を設定できます。

･ 項目名に対する位置の文字を読み取る
-項目名（A）
項目名を入力します。

-項目名から見た位置（B）
項目名から見て、読み取り領域にしたい範囲を［右］または［下］から
指定します。

･ カラーマーカーで読み取り領域を指定する
白黒原稿を用意し、任意の範囲をカラーマーカーで囲みます。その原稿を
スキャンすることで、カラーマーカーで囲んだ範囲を読み取り領域に設定
できます。
･ 数値で読み取り領域を入力する
読み取り領域にしたい範囲を数値で入力します。
･ 領域名
領域名を 90バイト以内で入力します。

･ 読み取り文字数を指定する（1～ 70）
読み取り可能な最大文字数を指定します。
1 文字は UTF-8 文字コードで表した単位で、文字の種類によってカウン
ト方法が異なります。英数字（半角）の場合は、1文字 1バイト、それ以
外は 2～ 4バイトで換算されます。
たとえば、読み取り文字数を「５」と指定すると、英数字（半角）は 5文
字まで、全角文字は 1～ 2文字まで文字を読み取ることができます。

補足
･ 英数字（半角）は最大 70文字、それ以外は 17～ 35文字まで読み取
ることができます。

･ 英単語間のスペース削除
抽出した文字列のスペースを削除するかどうかを設定します。
･ ハイフン /長音記号の置き換え
抽出したハイフン文字を全角の長音記号に置き換えるかを選択します。
･ 斜線付きゼロの認識
抽出した斜線付きのゼロを、数字のゼロとして認識するかどうかを設定し
ます。

補足
･ 数字とハイフンまたはスラッシュが組み合わせた文字列のときのみ、
数字のゼロと認識することができます。

確認画面を表示する ［文字列の自動抽出］で［しない］以外を選択した場合に設定します。
スキャン時に、文字列の抽出結果を表示するかどうかを指定します。

項目 説明

送信先 1/送信先 2 文書の送信先を指定します。送信先 1の指定は必須です。

この送信先を有効にす
る

［送信先 2］を選択した場合に設定します。
有効にすると、送信先 2にも文書が保存されます。

サーバー種別 文書の保存場所を選択します。

項目 説明
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サーバー名 /IPアドレ
ス

［サーバー種別］で［FTP］または［SMB］を選択した場合は、サーバー名
または IPアドレスを、64バイト以内で入力します。*1

例： sample.server.com 192.0.2.1

ポート番号 ［サーバー種別］で［FTP］または［SMB］を選択した場合に設定します。
ポート番号を指定せず、初期値のポート番号を使用する場合は［標準ポー
ト］を選択します。

共有名 ［サーバー種別］で［SMB］を選択した場合に設定します。
SMBの共有名を 64バイト以内で入力します。*1

キャビネット ID ［サーバー種別］で［Working Folder］を選択した場合に設定します。
文書の保存先キャビネットの IDを、半角数字で 7桁（固定）を入力しま
す。

補足
･ キャビネット IDは、契約書で確認できます。
また、Working Folderの画面でも確認できます。画面で確認する方法
は、「キャビネット ID/ドロワー ID/フォルダー IDの確認方法」（P.96）
を参照してください。

ドロワー /フォルダー
の種類

［サーバー種別］で［Working Folder］を選択した場合に設定します。
ドロワーまたはフォルダーの種類を設定します。

ドロワー /フォルダー
の ID

［サーバー種別］で［Working Folder］を選択した場合に設定します。
文書の保存先ドロワーまたはフォルダーの種類を選択し、ドロワー IDまた
はフォルダー IDを入力します。

補足
･ ドロワーの中に作成されたフォルダーは、すべて「作成フォルダー」
になります。
･ ドロワー IDおよびフォルダー IDは、Working Folderの画面で確認で
きます。確認方法は、「キャビネット ID/ ドロワー ID/ フォルダー ID
の確認方法」（P.96）を参照してください。

保存場所 ［サーバー種別］で［FTP］または［SMB］を選択した場合に設定します。
文書の保存先のディレクトリー名を、128バイト以内で入力します。*1

例：

サーバー種別：FTP
サーバー名 /IPアドレス：sample.server.com
ポート番号：20
保存場所：data/scan
上記の場合は、次のパスの場所にフォルダーが作成されます。
ftp://sample.server.com:20/data/scan

多要素認証 ［サーバー種別］で［Working Folder］を選択した場合に設定します。
サーバーにログインするとき、多要素認証を利用するか設定します。
･ 利用する
多要素認証を有効にします。
･ 利用しない
多要素認証を無効にします。設定画面でサーバーにログインできるユー
ザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名 サーバーにログインするときに使用するユーザー名を、97バイト以内で入
力します。*1

パスワード サーバーにログインするときに使用するパスワード名を、32バイト以内で
入力します。

接続確認 サーバーにログインできるか接続を確認します。

項目 説明
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フォルダー名
（第 1~3階層）

文書の保存先フォルダー名を、次の属性と任意文字列を組み合わせて指定
します。リストボックスの上から順に組み合わせて、フォルダー名が付け
られます。この機能を使用する場合は、［フォルダー名ルール］を有効にし
ます。

補足
･ フォルダー名ルール全体で、空文字や半角スペースのみになる指定は
できません。

フォルダー名を設定す
る

フォルダー名の指定を有効にするかどうかを選択します。
補足
･［フォルダー名 (第 1階層 )］を無効にすると、［フォルダー名 (第 2階
層 )］と［フォルダー名 (第 3階層 )］の設定も無効になります。
［フォルダー名 (第 2階層 )］を無効にすると、［フォルダー名 (第 3階
層 )］の設定も無効になります。

業務種類名 選択している業務種類の名前

文書種類名 選択している文書種類の名前

日付 スキャンを実行した日付。形式は、［共通情報の設定］画面の［フォルダー
日付形式］に従います。

年／月／日 文書の転送先として、対応する年月日名のフォルダーが自動で作成されま
す。

利用者名 業務別らくらくスキャンを実行したユーザーのユーザー名 *2

フォルダー名任意文字
列

32バイト以内の任意の文字列 *1

一般 QR文字列 1/
一般 QR文字列 2

この項目は［QRコード /バーコードの利用］で［一般 QRコード］を設定
した場合に選択できます。
［文字列の一部のみを使用する］を使用しない、または、［文字列の一部の
みを使用する］（一般 QR文字列 1）を有効にした場合は、［一般 QR文字列
1］を指定します。
［文字列の一部のみを使用する］（一般 QR文字列 2）を有効にした場合は、
［一般 QR文字列 2］を指定します。

読み取った QRコード文字列のうち、［一般 QRコード］の場合は最大 128
バイトの文字列が、フォルダー名に設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

補足
･［一般 QR文字列 1］と［一般 QR文字列 2］を同時に指定することは
できません。

バーコード文字列 1/
バーコード文字列 2

この項目は［QR コード /バーコードの利用］で［バーコード］ を設定した
場合に選択できます。
［文字列の一部のみを使用する］を使用しない、または、［文字列の一部の
みを使用する］（バーコード文字列 1）を有効にした場合は、［バーコード
文字列 1］を指定します。
［文字列の一部のみを使用する］（バーコード文字列 2）を有効にした場合
は、［バーコード文字列 2］を指定します。

読み取ったバーコード文字列のうち、最大 64バイトの文字列が、フォル
ダー名に設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

補足
･［バーコード文字列 1］と［バーコード文字列 2］を同時に指定するこ
とはできません。

項目 説明
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［メール通知利用］の設定項目

宛先名（自動抽出） この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
抽出された宛先名のうち、最大 64バイトの文字列が、フォルダー名に設定
されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

作成日（自動抽出） この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
抽出された作成日文字列のうち、最大 20バイトの文字列が、フォルダー名
に設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

管理番号（自動抽出） この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
抽出された管理番号文字列のうち、最大 20バイトの文字列が、フォルダー
名に設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

期日（自動抽出） この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
抽出された期日文字列のうち、最大 32バイトの文字列が、フォルダー名に
設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

読み取り領域 1～
｛N｝（自動抽出）

この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
読み取り領域で抽出された文字列のうち、［詳細設定］＞［読み取り文字数
を指定する］で設定した文字列が、フォルダー名に設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

拡張属性 1～ 6 対応する拡張属性に設定された属性値が、フォルダー名に設定されます。
フォルダー名に設定される文字列の最大長は、各属性タイプの文字列の最
大長に従います。

ファイル名 /フォルダー
名共通設定

この項目は、［ファイル名］画面の［ファイル名 /フォルダー名共通設定］
と設定を共有します。

ファイル名 /フォル
ダー名の区切り文字

［ファイル名］および［フォルダー名］で複数の属性を指定した場合、属性
と属性の間を区切る文字を選択します。

日時の区切り文字 ［フォルダー名］で［日付］を選択した場合、または［ファイル名］で［日
時］を選択した場合に、年、月日、時分秒の間を区切る文字を選択します。
例：
アンダーバー（_）を指定した場合
2018_1010_153021
2018_1113

項目 説明

通知先１

認証ユーザーに通知す
る

スキャン処理が完了したときの通知を、スキャンを実行した認証ユーザー
のメールアドレスに送信する場合に選択します。
認証ユーザーに通知する場合は、次の条件をどちらも満たす必要がありま
す。
･ 複合機が認証モードで運用されている
･ 複合機に、スキャンを実行したユーザーのメールアドレスが登録されてい
る

項目 説明
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［ファイル名］の設定項目

通知先を指定する ［認証ユーザーに通知する］が無効の場合、通知先を指定できます。
スキャン処理が完了したときに通知するメールアドレスを、半角英数字で
128バイト以内で入力します。*1 *3

参照
･「メール通知」（P.7）

通知先 2 スキャン処理が完了したときに通知するメールアドレスを、半角英数字で
128バイト以内で入力します。*1 *3

通知先 3 スキャン処理が完了したときに通知するメールアドレスを、半角英数字で
128バイト以内で入力します。*1 *3

項目 説明

ファイル名 文書のファイル名を、次の属性と任意文字列を組み合わせて指定します。
リストボックスの上から順に組み合わせて、ファイル名が付けられます。

注記
･ 複数の複合機から同じタイミングで同じ FTP サーバーに転送すると、
ファイル名が重複して上書きされることがあります。
これを回避するためにファイル名ルールは、［共通設定］＞［共通情報
の設定］＞［ファイル名日付形式］で［年月日時分秒］を選択し、秒
数を含めた日付に設定してください。
補足
･［共通設定］＞［共通情報の設定］で［設定確認画面の表示］を表示す
る設定にした場合は、スキャン時にファイル名を変更できます。
･ ファイル名ルール全体で、空文字や半角スペースのみになる指定はで
きません。

業務種類名 選択している業務種類の名前

文書種類名 選択している文書種類の名前

日時 スキャンを実行した日時。形式は、［共通情報の設定］画面の［ファイル名
日付形式］に従います。

利用者名 業務別らくらくスキャンを実行したユーザーのユーザー名 *2

一般 QR文字列 1/
一般 QR文字列 2

この項目は、［QRコード /バーコードの利用］で［一般 QRコード］を設
定した場合に選択できます。
［文字列の一部のみを使用する］を使用しない、または、［文字列の一部の
みを使用する（一般 QR文字列 1）］を有効にした場合は、［一般 QR文字列
1］を指定します。
［文字列の一部のみを使用する（一般 QR文字列 2）］を有効にした場合は、
［一般 QR文字列 2］を指定します。

読み取った QRコード文字列のうち、［一般 QRコード］の場合は最大 128
バイトの文字列が、ファイル名に設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

補足
･［一般 QR文字列 1］と［一般 QR文字列 2］を同時に指定することは
できません。

項目 説明
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バーコード文字列 1/
バーコード文字列 2

この項目は［QR コード /バーコードの利用］で［バーコード］ を設定した
場合に選択できます。
［文字列の一部のみを使用する］を使用しない、または、［文字列の一部の
みを使用する（バーコード文字列 1）］を有効にした場合は、［バーコード
文字列 1］を指定します。
［文字列の一部のみを使用する（バーコード文字列 2）］を有効にした場合
は、［バーコード文字列 2］を指定します。

読み取ったバーコード文字列のうち、最大 64バイトの文字列が、ファイル
名に設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

補足
･［バーコード文字列 1］と［バーコード文字列 2］を同時に指定するこ
とはできません。

宛先名（自動抽出） この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
抽出された宛先名のうち、最大 64バイトの文字列が、ファイル名に設定さ
れます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

作成日（自動抽出） この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
抽出された作成日文字列のうち、最大 20バイトの文字列が、ファイル名に
設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

管理番号（自動抽出） この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
抽出された管理番号文字列のうち、最大 20バイトの文字列が、ファイル名
に設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

期日（自動抽出） この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
抽出された期日文字列のうち、最大 32バイトの文字列が、ファイル名に設
定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

読み取り領域 1～
｛N｝（自動抽出）

この項目は［文字列の自動抽出］で抽出する設定をしたときに選択できま
す。
読み取り領域で抽出された文字列のうち、［詳細設定］＞［読み取り文字数
を指定する］で設定した文字列が、ファイル名に設定されます。
使用禁止文字 *1は「-」に置き換えられます。

ファイル名任意文字列 32バイト以内の任意の文字列 *1

拡張属性 1～ 6 対応する拡張属性に設定された属性値が、フォルダー名に設定されます。
フォルダー名に設定される文字列の最大長は、各属性タイプの文字列の最
大長に従います。

ファイル名 /フォルダー
名共通設定

この項目は、［送信先 1］または［送信先 2］画面の［ファイル名 /フォル
ダー名共通設定］と設定を共有します。

ファイル名 /フォル
ダー名区切り文字

［ファイル名］および［フォルダー名］で複数の属性を指定した場合、属性
と属性の間を区切る文字を選択します。

日時の区切り文字 ［フォルダー名］で［日付］を選択した場合、または［ファイル名］で［日
時］を選択した場合に、年、月日、時分秒の間を区切る文字を選択します。
例：
アンダーバー（_）を指定した場合
2021_0110_153021
2021_0113

項目 説明
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［拡張属性の付与］の設定項目

項目 説明

拡張属性 1～ 6 ［ファイル形式］で［DocuWorks］または［PDF］を選択した場合に指定
できます。
文書に拡張属性を設定する場合は、チェックマークを付けて をクリッ
クし、各項目を指定します。

補足
･ 拡張属性の値は、スキャン時に操作パネルからも変更できます。
･ 拡張属性をフォルダー名ルールまたはファイル名ルールに設定してい
る場合は、チェックマークを外すことはできません。

拡張属性の付与 スキャン時に表示される［属性付与］の初期値を、［する］/［しない］ど
ちらにするか選択します。

補足
･ 拡張属性をフォルダー名ルールまたはファイル名ルールに設定してい
る場合は、［拡張属性の不要］を［しない］に変更できません。

属性名（主言語表記） ［共通情報の設定］画面の［処理言語］で設定した言語で表示する場合に使
用する属性名を、32 バイト以内で入力します。*1 *3

属性名（英語表記） 英語で表示する場合に使用する属性名を、半角で 32文字以内で入力しま
す。*1 *3

補足
･［共通情報の設定］画面の［処理言語］が英語に設定されている場合、
この項目は表示されません。

属性タイプ 拡張属性のタイプを選択します。
補足
･［一般 QR文字列 1］/［一般 QR文字列 2］は、［一般 QRコード］を
設定した場合に、［バーコード文字列 1］/［バーコード文字列 2］は、
［バーコード］を設定した場合に選択できます。
･ QRコード /バーコード文字列の一部のみを使用する場合は、1つ目を
［一般 QR文字列 1］と［バーコード文字列 1］で、2つ目を［一般 QR
文字列 2］と［バーコード文字列 2］で指定できます。文字列一部の
みの利用をしない場合は、［一般 QR文字列 1］や［バーコード文字列
1］を指定します。

属性値 拡張属性の初期値を入力します。スキャン時に操作パネルから入力がな
かった場合は、この値が適用されます。
･ 属性タイプが［テキスト］の場合
任意の文字列を、256バイト以内で入力します。*1 *3

･ 属性タイプが［日付］の場合
値は入力できません。
形式は［共通情報の設定］画面で選択した［フォルダー日付形式］に従い
ます。ただし、［フォルダー日付形式］で［年月日］、［月日年］、［日月年］
以外を選択した場合は、［年月日］の形式が適用されます。
･ 属性タイプが［数値］の場合
半角数字で 9桁以内を入力します。
･ 属性タイプが［有無］の場合
［あり］、［なし］のどちらかを選択します。
･ 属性タイプが［一般 QR文字列］または［バーコード文字列］の場合
値は入力できません。
読み取った QRコード /バーコード文字列のうち、［一般 QRコード］の場
合は最大 128バイト、［バーコード］の場合は最大 256バイトの文字列が、
属性値に設定されます。
使用禁止文字 *1は削除されます。
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認証情報を一括で更新する
文書を保存するサーバーにログインするための認証情報（ユーザー名とパスワード）を、一括で
更新します。
この機能を使用すると、複数の文書種類に設定されている認証情報を、まとめて更新できます。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

ユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、機械管理者 ID とパスワードを入力
し、［OK］をクリックします。

参照
･「設定画面を表示する」（P.36）

2 ナビゲーションバーで［らくらくスキャンの設定］をクリックします。

テキスト ［属性タイプ］で［テキスト］を選択した場合に設定できます。
文書種類ごとに、使用する拡張属性の入力候補値を設定します。
スキャン時の拡張属性の設定画面には、共通に設定された文書種類の入力
候補値と、ここで設定した入力候補値の一覧が表示されます。それらの候
補値の中から 1 つを選んで拡張属性の値を設定できます。

*1 次の文字は入力できません。
コロン（:）、円（￥）、バックスラッシュ（\）、スラッシュ（/）、クエスチョン（?）、アスタリス
ク（*）、パイプ（|）、 アンパサンド（&）、山かっこ（<　>）、ダブルクォート（"）、シングル
クォート（'）、カンマ（,）、波かっこ（{ }）、かっこ（( )）
上記のうち、アンパサンド（&）、シングルクォート（'）、カンマ（,）、波かっこ（{ }）、
かっこ（( )）を除く文字は、使用禁止文字です。
ピリオド（.）およびスペース（ ）はファイル名やフォルダー名の最初と最後には付与できませ
ん。
アンパサンド（&）、山かっこ（<）、カンマ（,）は、拡張属性をファイル名やフォルダー名に付
与している場合は入力できません。
次の文字列のみで構成されるファイル名 /フォルダー名は使用できません。
CON、PRN、AUX、NUL、COM0、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、
COM7、COM8、COM9、LPT0、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、
LPT9

*2 複合機が非認証モードのときに IC カードを利用した場合は、［利用者名］にカード ID が設定され
ます。ユーザー名を取得できないときは、［利用者名］を指定しても無視されます。利用者のユー
ザー名に上記の *1で示す禁則文字が含まれていたときは、その禁則文字が削除されます。

*3 半角スペースのみの入力はできません。

項目 説明
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3 ［認証情報の一括更新］をクリックします。

4 対象サーバーの［サーバー種別］を選択します。

［FTP］または［SMB］を選択した場合
0

(1)［サーバー名］に、サーバー名または IPアドレスを入力します。
補足
･ 項目の詳細は、「［送信先 1］/［送信先 2］の設定項目」（P.50）の［サーバー種別］、［サーバー名 /

IPアドレス］を参照してください。

(2)［OK］をクリックします。
(3) 変更する認証情報にチェックマークを付け、［認証情報入力］をクリックします。

複数の認証情報を選択できます。

(4) 新しい［ユーザー名］と［パスワード］を入力し、［新しい設定を適用］をクリックします。

補足
･ 項目の詳細は、「［送信先 1］/［送信先 2］の設定項目」（P.50）の［ユーザー名］、［パスワード］を
参照してください。

［Working Folder］を選択した場合
0

(1)［OK］をクリックします。
(2) 変更する認証情報にチェックマークを付け、［認証情報入力］をクリックします。

複数の認証情報を選択できます。

(3) 多要素認証を利用するかどうかを選択します。
［利用しない］を選択した場合、［ユーザー名］と［パスワード］を入力します。

補足
･ 選択した文書種類の多要素認証を［利用する］または［利用しない］に一括で変更できます。［利用
しない］を選択すると文書書類のユーザー名とパスワードを一括で更新できます。
･ 項目の詳細は、「［送信先 1］/［送信先 2］の設定項目」（P.50）の［ユーザー名］、［パスワード］を
参照してください。

(4)［新しい設定を適用］をクリックします。
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Working Folderの認証情報を削除する
転送先に多要素認証を利用する Working Folder の認証情報（ログイン時に入力した情報の
キャッシュ）を削除します。複合機の認証モードが変更された場合に実行します。多要素認証が
設定されていない場合は表示されません。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

2 ナビゲーションバーで［その他の設定］をクリックします。

3 ［認証情報のキャッシュを削除］をクリックします。
補足
･［スキャン実行前に認証情報を検証する］にチェックを付けると、Working Folderの認証情報を検
証します。

業務種類 /文書種類を削除する
業務種類と文書種類情報を複合機から削除します。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

参照
･「設定画面を表示する」（P.36）

2 ナビゲーションバーで［らくらくスキャンの設定］をクリックします。

3 ［業務種類］または［文書種類］の削除したい項目の から［削除］をクリックします。

4 削除してよいか確認メッセージが表示されるので、［はい］をクリックします。
選択した情報が複合機から削除されます。

共通情報を設定する
日付形式など、文書共通の設定項目を指定します。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

2 ナビゲーションバーで［共通設定］＞［共通情報の設定］を選択します。
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3 各項目を指定して、［新しい設定を適用］をクリックします。

［共通情報の設定］の設定項目

スキャン設定のユーザー定義を設定する
読み取り方法や画像処理など、よく使うスキャン設定のパターンを、ユーザー定義として登録で
きます。ここで設定したユーザー定義は、文書種類の設定時の［スキャン設定の選択］ドロップ
ダウンリストボックスで指定できます。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

2 ナビゲーションバーで［共通設定］＞［ユーザー定義スキャン］を選択します。

3 次の操作をします。

(1) 編集したいユーザー定義を選択します。

(2) 各項目を指定し、［OK］をクリックします。
参照
・各項目の詳細は「ユーザー定義の設定項目」（P.61）を参照してください。

項目 説明

設定確認画面の表示 スキャン時に、設定を確認する画面を表示するかどうかを指定します。

フォルダー日付形式 フォルダー名に付ける日付の形式を選択します。

ファイル名日付形式 ファイル名に付ける日付の形式を選択します。

処理言語 業務別らくらくスキャンで使用する主言語を選択します。

規定属性の付与 文書を DocuWorksまたは PDF 形式で保存する場合に、規定属性（業務種
類、文書種類、利用者）を文書に付加するかどうか指定します。

補足
･ 規定属性については、「文書に個別の属性値を付加」（P.5）を参照して
ください。
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(3) ほかのユーザー定義を編集する場合は、(1)、(2)を繰り返します。

4 ［新しい設定を適用］をクリックします。
ユーザー定義の設定項目

参照
･ 各項目の詳細は複合機のマニュアルを参照してください。

項目 説明

ユーザー定義名 ユーザー定義の名前を、32バイト以内で入力します。

文書サイズ 原稿の読み取りサイズを指定します。

たて（15～ 297 mm）［文書サイズ］で［非定型サイズ］を選択した場合に指定します。
原稿の縦方向の読み取りサイズを入力します。

よこ（15～ 432 mm）［文書サイズ］で［非定型サイズ］を選択した場合に指定します。
原稿の横方向の読み取りサイズを入力します。

ミックスサイズ原稿送り 異なるサイズが混ざった原稿を一度にスキャンし、［文書サイズ］で指定し
たサイズに合わせて拡大 /縮小して出力する場合は、［する］を指定しま
す。

補足
･ 一部の A4複合機の場合は、ミックスサイズ原稿送りはできません。

ページ連写 本などの冊子の見開きページを、別々の用紙にページ順にスキャンするか
どうかを指定します。［する］を指定すると、原稿の左右ページを分けてス
キャンできます。

原稿セット向き 原稿のセットする向きを指定します。

両面設定 原稿を片面だけ読み取るか、両面を読み取るかを指定します。

閉じ方向 ［ページ連写］で［する］を選択した場合に指定します。
読み取る原稿が、左ページから始まる見開き原稿か、右ページから始まる
見開き原稿か、上ページから始まる見開き原稿かを選択します。

読み取り面 ［ページ連写］で［する］を選択した場合に指定します。
見開きページのうち、両ページをスキャンするか、片面（左 /右 /上 /下）
ページだけをスキャンするかを指定します。

原稿の画質 原稿の画質タイプを選択します。
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解像度 原稿を読み取るときの解像度を設定します。数値が大きくなるほど、細か
く読み取られますが、データ量は大きくなります。

注記
･ カラー画像またはグレー画像で、解像度を 600 dpi に設定した場合、
傾き補正はできません。

カラーモード 原稿を読み取るときのカラーモードを指定します。

画質・ファイルサイズ スキャンするときの画像の圧縮率を選択します。
［標準画質・小さく］を選択すると、高い圧縮率で保存されます。画質は悪
くなりますが、ファイルサイズは小さくなります。
［最高画質・大きく］を選択すると、低い圧縮率で保存されます。画質は良
くなりますが、ファイルサイズは大きくなります。

ファイル形式 スキャンした文書を保存するときのファイル形式を、［DocuWorks］、
［PDF］、および［TIFF（マルチ）］から選択します。
［DocuWorks］または［PDF］を選択すると、拡張属性を設定できます。

文字認識（OCR） ファイル形式で［DocuWorks］または［PDF］を選択した場合に設定しま
す。
文字認識（OCR）処理をするかどうかを指定します。文書にテキスト情報
を埋め込みたい場合は、［する］を選択します。

補足
･ 文書種類に設定された値によっては、文字認識（OCR）機能を使用で
きない場合があります。文字認識（OCR）機能を使用できる条件につ
いては、「注意 / 制限事項について」（P.90）を参照してください。

認識言語 ［文字認識（OCR）］で［する］を選択した場合に設定します。
文字認識（OCR）処理をする言語を選択します。

高圧縮 ファイル形式で［PDF］を選択した場合に設定します。
文書を高圧縮で保存するかどうかを指定します。

補足
･ 文書種類に設定された値によっては、高圧縮機能を使用できない場合
があります。高圧縮機能を使用できる条件については、「注意 / 制限
事項について」（P.90）を参照してください。

濃度 原稿の読み取り濃度を指定します。［こく +3］に近づくほど濃度が濃くな
り、［うすく +3］に近づくほど色が薄くなります。

裏写り防止 薄い紙の両面にプリントしてある原稿などをスキャンする場合に、原稿の
裏が写らないように処理するかどうかを指定します。

地色除去 下地（背景）に色が付いている原稿の下地の色を除いてスキャンするかど
うかを指定します。 

項目 説明
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QRコード用文字列を作成する
業務別らくらくスキャン専用の QRコード用文字列を作成します。

補足
･ 対応している QRコードの文字列は、日本語と英語だけです。
･ この機能では、QRコード用の文字列（テキスト情報）だけを作成します。QR コードは作成できま
せん。QRコード用文字列を作成したら、市販の QRコード作成ソフトを使用して QRコードに変換
し、文書に印刷してください。
･ QR 作成ツールを使用すると、業務別らくらくスキャン専用の QR コードを作成して、DocuWorks
文書に貼り付けることができます。詳しくは、「6  QRコード付き文書の作成」（P.68）を参照してく
ださい。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

2 ナビゲーションバーで［共通設定］＞［QR文字列の作成］を選択します。

3 次の操作をします。

(1)［QR付きページ処理］で、QRコードを本文に貼付するかヘッダーシートに貼付するかを指
定します。

(2) 編集したいフォルダー名ルール、ファイル名ルールを選択します。

(3) フォルダー名ルール、ファイル名ルールを次の手順で指定します。
• ルールに追加する場合：
左側のリストボックスで、追加したい項目にチェックマークを付け、［追加］をクリック
します。［任意文字列 1］～［任意文字列 3］を選択した場合は、任意の文字列を入力します。

• 順番を変更する場合：
右側のリストボックスで、順番を変更する項目にチェックマークを付け、 または を
クリックします。リストの上から順に名前が付けられます。

• ルールから削除する場合：
右側のリストボックスで、削除したい項目にチェックマークを付け、［除外］をクリック
します。

(4) 拡張属性など、QRコードに設定する内容をそれぞれ指定します。
参照
・各項目の詳細は「［QR文字列の作成］の設定項目」（P.64）を参照してください。

(1)

(2)
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4 次の操作をします。

(1)［文字列作成］をクリックします。
設定した内容の QRコード用文字列が画面に表示されます。

(2) 画面に表示された QRコード用文字列をコピーし、テキストなどに貼り付けて保存します。

(3)［QR文字列の確認］画面で［閉じる］をクリックします。

5 保存した QR コード用文字列を、市販の QR コード作成ソフトを使って QR コードに変換し、
文書に印刷します。

［QR文字列の作成］の設定項目
補足
･ 表中の「バイト」は UTF-8文字コードで表したバイト数です。文字によって、文字数のカウント方
法が異なります。たとえば、全角文字は 2～ 4バイトで表されます。

項目 説明

QR付きページ処理 QRコードを貼付するページを、次から選択します。
･ ヘッダシート付与
ヘッダーシートに QRコード画像を貼り付ける場合に指定します。スキャ
ンした文書からヘッダーシート（1 ページ目）が取り除かれて、保存され
ます。
･ 本文付与
本文中に QR コード画像を貼り付ける場合に指定します。QR コード画像
も含めて、スキャンした文書がすべて保存されます。

フォルダー名ルール
（階層 1～ 4）

文書の保存先フォルダー名を、次の属性と任意文字列を組み合わせて指定
します。リストボックスの上から順に組み合わせて、フォルダー名が付け
られます。
･ 業務種類名
選択している業務種類の名前
･ 文書種類名
選択している文書種類の名前
･ 日付時刻
スキャンを実行した日付。形式は、［共通情報の設定］画面の［フォルダー
日付形式］に従います。
･ 利用者名
業務別らくらくスキャンを実行したユーザーのユーザー名 *1、*2

･ 任意文字列 1～任意文字列 3
32バイト以内の任意の文字列。*2

ファイル名ルール 文書のファイル名を、次の属性と任意文字列を組み合わせて指定します。
リストボックスの上から順に組み合わせて、ファイル名が付けられます。
･ 業務種類名
選択している業務種類の名前
･ 文書種類名
選択している文書種類の名前
･ 日付時刻
スキャンを実行した日時。形式は、［共通情報の設定］画面の［ファイル名
日付形式］に従います。
･ 利用者名
業務別らくらくスキャンを実行したユーザーのユーザー名 *1、*2

･ 任意文字列 1～任意文字列 3
32バイト以内の任意の文字列。*2
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共通拡張属性の入力候補値を設定する
すべての文書種類で共通に使用する、拡張属性の入力候補値を設定します。
スキャン時の拡張属性の設定画面には、ここで設定した入力候補値と、文書種類ごとに設定され
た入力候補値の一覧が表示されます。ユーザーは、それらの候補値の中から 1 つを選んで拡張
属性の値を設定できます。
ただし、入力候補値を設定できるのは、属性タイプが［テキスト］の場合だけです。

補足
･ 文書種類ごとの入力候補値については、「［拡張属性の付与］の設定項目」（P.56）を参照してください。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

2 ナビゲーションバーから、［共通設定］＞［共通拡張属性の設定］を選択します。

拡張属性 1～ 6 DocuWorks文書に設定する任意の属性を指定します。

拡張属性を設定する 拡張属性を有効にするか設定します。

属性名 属性名を、32バイト以内で入力します。*2

属性タイプ 拡張属性のタイプを選択します。

属性値 拡張属性の値を入力します。
･ テキストの場合
任意の文字列を、256バイト以内で入力します。*2

･ 日付時刻の場合
日付と時刻を、YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で入力します。
例：2015/10/19 14:10:00
･ 数値の場合
半角数字で 9桁以内を入力します。
･ 有無の場合
［あり］、［なし］のどちらかを選択します。

*1 複合機が非認証モードのときに IC カードを利用した場合は、［利用者名］にカード ID が設定され
ます。ユーザー名を取得できないときは、［利用者名］を指定しても無視されます。

*2 QRコードで使用できる文字は、「JIS X 0201」、および「JIS X 0208」で規定されたシフト JIS
コードの文字です。ただし、次の文字は使用できません。
コロン（:）、円（￥）、バックスラッシュ（\）、スラッシュ（/）、クエスチョン（?）、アスタリス
ク（*）、パイプ（|）、アンパサンド（&）、山かっこ（<　>）、ダブルクォート（"）、シングル
クォート（'）、カンマ（,）、波かっこ（{ }）、かっこ（( )）
ピリオド（.）は文字列の最初と最後に付与できません。
アンパサンド（&）、山かっこ（<）、カンマ（,）は、拡張属性をファイル名やフォルダー名に付
与している場合は入力できません。
また、次の文字列は使用できません。
CON、PRN、AUX、NUL、COM0、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、
COM7、COM8、COM9、LPT0、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、
LPT9
また、「Microsoftコードページ 932（CP932）」で規定された拡張文字も使用できません。

項目 説明
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3 ［新規作成］をクリックします。

4 すべての拡張属性で入力候補にしたい属性値を入力し、［OK］をクリックします。
参照
･ 入力できる文字や禁止文字については、「［拡張属性の付与］の設定項目」（P.56）の［属性値］を参
照してください。

5 さらに拡張属性の入力候補値を追加する場合は、手順 3、4を繰り返します。
作成済みの値を利用して作成することもできます。リストボックスに表示されている拡張属性の
入力候補値を選択して［コピー］をクリックし、必要に応じて設定を変更して保存します。

6 必要に応じて、 / をクリックして、拡張属性の順番を変更します。
スキャン時の選択画面では、ここで設定した順番で拡張属性が表示されます。

7 ［新しい設定を適用］をクリックします。

設定情報をエクスポート /インポートする
文書種類と文書種類の設定情報をエクスポートします。
エクスポートしたファイルは、ほかの複合機のインターネットサービスに接続してインポートで
きます。この機能は、複数の複合機に同じ設定をしたい場合に利用できます。

設定情報をエクスポートする

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

2 ナビゲーションバーから［エクスポート /インポート］を選択します。

3 次の操作をします。

(1) 設定情報ファイル用のパスワードを、1 バイト以上、32 バイト以下の任意文字列で入力し
ます。
パスワードはインポート時に必要になります。忘れないようにしてください。

(2)［エクスポート］をクリックします。
設定情報ファイルがダウンロードされます。ファイル名の初期値は、次のとおりです。
A3複合機の場合：scandeliveryA3.bin
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A4複合機の場合：scandeliveryA4.bin

設定情報をインポートする

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

2 ナビゲーションバーから［エクスポート /インポート］を選択します。

3 次の操作をします。

(1)［選択］をクリックして、インポートする設定情報ファイルを指定します。

(2) ファイルの拡張子が binの場合は、エクスポート時に指定した、設定情報ファイル用のパス
ワードを入力します。

(3)［インポート］をクリックします。
ユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、機械管理者 ID とパスワードを
入力し、［OK］をクリックします。

設定情報ファイルが複合機にインポートされます。

補足
･ インポート先の複合機にWorking Folderの認証情報があるときは、その認証情報が削除されます。
･ インポートしたあとは、業務別らくらくスキャン利用時に複合機のパネルからログインしてくださ
い。

未認証時の使用を許可する
複合機を認証モードで運用しているがスキャン機能は認証しないで使いたい、このような場合は
本設定をすることで、ユーザーが認証しなくても業務別らくらくスキャンの操作ができるように
なります。

注記
･ この設定は、必ず、複合機が次の条件をすべて満たすときに行ってください。

- 認証モードが［本体認証 /集計］、［外部認証］、または［カスタム認証］のどれか
-［設定］＞［認証 /集計管理］＞［認証・セキュリティ設定］＞［認証の設定］＞［アクセス制御］
で、次の項目がどちらも［制限しない］になっている
･［サービスへのアクセス］＞［ボックス保存］
･［機能の制限］＞［ボックスからの外部取り出し］

上記の条件が満たされていないときに設定すると、業務別らくらくスキャンを実行できなくなりま
す。

操作手順
0 1 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。

2 ナビゲーションバーから、［その他の設定］を選択します。

3 未認証時の使用を許可するときは［未認証時の使用を許可する］を有効にして、［新しい設定を
適用］をクリックします。
未認証時の使用を許可しないときは［未認証時の使用を許可する］を無効にして、［新しい設定
を適用］をクリックします。
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6 QRコード付き文書の作成
QR作成ツールを使って QRコード付きの文書を作成します。

QR作成ツールの概要

QR作成ツールとは
QR 作成ツールを使用すると、業務別らくらくスキャンで読み取りできる QR コードを作成し、
DocuWorks文書にアノテーションとして貼り付けることができます。
QR作成ツールでは、仮想プリンターを作成します。仮想プリンターには、フォルダー名ルール
や拡張属性など、文書に貼り付ける QRコードの内容をあらかじめ設定しておきます。この仮想
プリンターを使って印刷することで、QRコードが貼り付けられた文書を作成できます。
印刷時に文字列を入力して QRコードに反映することもできます。

仮想プリンターの種類
QR作成ツールで作成する仮想プリンターには、次の 2種類があります。
• 業務別らくらくスキャン専用の QRコードを作成するプリンター
フォルダー名ルール、ファイル名ルール、および拡張属性が設定された、業務別らくらくス
キャン専用の QR コードを作成します。この QR コードが貼り付けられた文書をスキャンす
ると、最小の操作でスキャン処理ができます。

• 一般の QRコードを作成するプリンター
任意の文字列の QRコードを作成します。QRコードに変換する文字列は、印刷時にユーザー
が入力することもできます。

ログファイルについて
QR作成ツールを実行すると、ログファイルが次のように作成されます。

QR作成ツール

QRコード付き文
書データ

仮想プリンターに印刷を指示。印刷指示
後に、QRコード用の文字列を入力する
ことも可能

QRコードが貼付された文
書が出力される

仮想プリンター

ファイル出力印刷指示

文書データ

QRコードの内容を設定し
た、仮想プリンターを作成
する

作成

・QRコードの貼り付け位置
・QRコードのテキスト

Document Document
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出力先にログファイルが存在しない場合は、ログファイルが新規に作成されます。すでにログ
ファイルが存在する場合は、既存のログファイルに追記されます。
ログファイルのサイズが上限値（5 MB）を超えると、既存のログファイルの名前の末尾に
「.old.x」（xは１～ 9999の数字）が付けられ、別ファイルとして保存されます。
例：
PrinterCreationTool.log.old.1
PrinterCreationTool.log.old.2

ログファイルが保存されるのは、10 世代分（最新＋旧ログファイル 9 世代分）です。11 世代
目のログファイルが作成されると、一番古い世代のログファイルが削除されます。ただし、この
場合でもファイル名の末尾の番号はクリアされず、「9999」になるまで継続されます。番号が
「9999」になると、次の世代のファイルには「1」が付けられます。

QR作成ツールをセットアップする

動作環境
QR作成ツールは、次の環境で動作します。

QR作成ツールをインストールする
QR作成ツールのインストール方法は、次のとおりです。

操作手順
0 1 お使いのコンピューターで、次の弊社公式サイトのダウンロードページから、「業務別らくらく

スキャン QR作成ツール」をダウンロードします。
https://www.fujifilm.com/fb/

2 ダウンロードした圧縮ファイル（.zip）を解凍し、フォルダー内のファイルをダブルクリックし
ます。

項目 内容

格納場所 C:￥ProgramData￥FUJIFILM￥Scan Delivery QR Creation Tool

ファイル名 ･ PrinterCreationTool.log
QR作成ツールの操作ログ
･ PostProcess.log
文書作成時のログ

項目 要件

対応 OS 次のどれかが必要です。
･Windows 11 （32ビット /64ビット）
･Windows 10 （32ビット /64ビット）
･Windows 8.1（32ビット /64ビット）
その他、DocuWorks の動作環境に準じる

必要なソフトウェア DocuWorks 8以降
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3 インストーラーが起動するので、画面に表示されるメッセージに従ってインストールします。
QR作成ツールは、次の場所にインストールされます。

補足
･ QR作成ツールをインストールすると、「Visual Studio 2013の Visual C++ 再頒布可能パッケージ」
も同時にインストールされます。

QR作成ツールのアンインストールについて
QR作成ツールをアンインストールする場合は、Windowsのコントロールパネルの［プログラ
ムと機能］から実行します。

補足
･ QR作成ツールをアンインストールしても、「Visual Studio 2013の Visual C++ 再頒布可能パッケー
ジ」は削除されません。

仮想プリンターを作成する
QR作成ツールを使用して、QRコードを作成するための仮想プリンターを作成します。

補足
･ QRコード画像の貼り付け位置を、DocuWorks文書から読み取ることもできます。詳しくは
「DocuWorks文書を使用して QRコードの貼り付け位置を決定する」（P.74）を参照してください。

操作手順
0 1 デスクトップにある［業務別らくらくスキャン QR 作成ツール］アイコンをダブルクリックし

ます。

2 ［新規作成］をクリックします。
3 次の操作をします。

(1) 仮想プリンター名を入力します。

補足
・ここで指定した名前は、Windowsに登録されるプリンター名になります。文字列の長さや文字
種の制限は、Windowsの制限に準じます。

(2)［OK］をクリックします。

4 仮想プリンターの種類別に、次の操作をします。

業務別らくらくスキャン専用の QRコードを作成するプリンターの場合
(1)［業務別らくらくスキャン専用の QRコードプリンター作成する］を選択します。

(2)［設定項目］リストボックスから、設定する項目を選択します。

項目 内容

場所 ･ 32ビット版Windowsの場合
C:￥Program Files￥FUJIFILM￥Scan Delivery QR Creation Tool
･ 64ビット版Windowsの場合

C:￥Program Files(x86)￥FUJIFILM￥Scan Delivery QR Creation Tool

実行ファイル名 PrinterCreationTool.exe
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(3) 画面の下段で、項目の詳細を指定します。
［QRコード生成時の文字列指定］にチェックマークを付けると、印刷時に文字列を入力でき
ます。

参照
・各項目の詳細は「［業務別らくらくスキャン設定］の設定項目」（P.71）を参照してください。

(4) 必要な項目をすべて入力したら、［次へ］をクリックします。

一般の QRコードを作成するプリンターの場合
(1)［QRコード文字列直接指定してプリンターを作成する］を選択します。

(2) QRコードに変換する文字列を指定します。
［QRコード生成時の文字列指定］にチェックマークを付けると、印刷時に文字列を入力でき
ます。
［任意文字列 1］および［任意文字列 2］は、32バイト以内で入力します。
QRコードにする文字列は、［QRコード生成時の文字列指定］、［任意文字列 1］、および［任
意文字列 2］の組み合わせから作成されます。チェックマークを付けた順が、文字列の順番
になります。

参照
・使用できる文字については、「［業務別らくらくスキャン設定］の設定項目」の脚注 *2（P.71）
を参照してください。

(3)［次へ］をクリックします。

5 次の操作をします。
参照
･ 各項目の詳細は「［QR画像位置指定］の設定項目」（P.73）を参照してください。

(1) QR コードの画像の貼り付け位置、および画像サイズを自動で設定するかどうかを指定しま
す。QRコードの画像の貼り付け位置を、ほかの DocuWorks文書から読み取って設定する
場合は、［DocuWorks 文書から位置設定を反映する］をクリックし、読み取るファイルを
指定します。

(2)［詳細設定］で、（1）で指定した位置を調整します。
［画像サイズ自動］のチェックマークを外した場合は、［画像サイズ］も入力します。

(3)［保存］をクリックします。

仮想プリンターが作成されます。

［業務別らくらくスキャン設定］の設定項目
補足
･ 表中の「バイト」は UTF-8文字コードで表したバイト数です。文字によって、文字数のカウント方
法が異なります。たとえば、全角文字は 2～ 4バイトで表されます。

項目 説明

QR付きページ処理 QRコード画像を貼り付けるページを、次から選択します。
･ 本文付与
本文中に QR コード画像を貼り付ける場合に指定します。QR コード画像
も含めて、スキャンした文書がすべて保存されます。
･ ヘッダシート付与
ヘッダーシートに QRコード画像を貼り付ける場合に指定します。スキャ
ンした文書からヘッダーシート（1 ページ目）が取り除かれて、保存され
ます。
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フォルダー階層数 文書を保存するフォルダーのパスの階層数を指定します。
保存先フォルダーの階層が１つの場合は［1階層設定］、その下のサブフォ
ルダーに保存する場合は［2階層設定］、さらにその下のサブフォルダーに
保存する場合は［3階層設定］を指定します。

フォルダー名ルール 1～
4

文書の保存先フォルダー名を、［フォルダー階層数］で指定した階層分、指
定します。
次の属性と任意文字列を組み合わせて指定できます。チェックマークを付
けた順番に、フォルダー名が付けられます。
･ 業務種類名
スキャン実行時に選択した業務種類の名前
･ 文書種類名
スキャン実行時に選択した文書種類の名前
･ QRコード生成時の文字列指定

QR コード作成時に指定した文字列。チェックマークを付けると、仮想プ
リンターでの印刷時に、文字列を入力するダイアログボックスが表示され
ます。*2

･ 日付
スキャンを実行した日付。形式は、［共通情報の設定］画面の［フォルダー
日付形式］に従います。
･ 利用者名
スキャンを実行したユーザーのユーザー名 *1、*2

ファイル名ルール 文書のファイル名を指定します。
次の属性と任意の文字列を組み合わせて指定できます。チェックマークを
付けた順番に、ファイル名が付けられます。
･ 業務種類名
スキャン実行時に選択した業務種類の名前
･ 文書種類名
スキャン実行時に選択した文書種類の名前
･ QRコード生成時の文字列指定

QR コード作成時に指定した文字列。チェックマークを付けると、仮想プ
リンターでの印刷時に、文字列を入力するダイアログボックスが表示され
ます。*2

･ 日付時刻
スキャンを実行した日時。形式は、［共通情報の設定］画面の［ファイル名
日付形式］に従います。
･ 利用者名
スキャンを実行したユーザーのユーザー名 *1、*2

ファイル名 /フォルダー
名区切り文字

［ファイル名ルール］および［フォルダー名ルール］で複数の属性を指定し
た場合に、属性と属性の間を区切る文字を指定します。

拡張属性 DocuWorks文書または PDFに設定する、拡張属性を指定します。
最大 6個、設定できます。

拡張属性　属性名 1～
6

属性名を、32バイト以内で入力します。*2

拡張属性　属性タイプ
1～ 6

拡張属性のタイプを選択します。

項目 説明
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［QR画像位置指定］の設定項目

拡張属性　属性値 1～
6

拡張属性の値を入力します。
･ テキストの場合
拡張属性を、［任意文字列 1］、［任意文字列 2］、および［QRコード生成時
の文字列指定］の組み合わせから作成します。
任意文字列は 32バイト以内で入力します。*2

［QRコード生成時の文字列指定］にチェックマークを付けると、仮想プリ
ンターでの印刷時に、文字列を入力するダイアログボックスが表示されま
す。
チェックマークを付けた順が、文字列の順番になります。
･ 日付時刻の場合
日付と時刻を、YYYY/MM/DD HH:MM:SSの形式で入力します。
例：2015/10/19 14:10:00
･ 数値の場合
半角数字で 9桁以内を入力します。
･ 有無の場合
［あり］、［なし］のどちらかを選択します。

*1 複合機が非認証モードのときに IC カードを利用した場合は、［利用者名］にカード ID が設定され
ます。ユーザー名を取得できないときは、［利用者名］を指定しても無視されます。

*2 使用できる文字は、「JIS X 0201」、および「JIS X 0208」で規定されたシフト JISコードの文字
です。ただし、次の文字は使用できません。
コロン（:）、円（￥）、バックスラッシュ（\）、スラッシュ（/）、クエスチョン（?）、アスタリス
ク（*）、パイプ（|）、 アンパサンド（&）、山かっこ（<　>）、ダブルクォート（"）、シングル
クォート（'）、カンマ（,）、波かっこ（{ }）、かっこ（( )）
ピリオド（.）は文字列の最初と最後に付与できません。
アンパサンド（&）、山かっこ（<）、カンマ（,）は、拡張属性をファイル名やフォルダー名に付
与している場合は入力できません。
また、次の文字列は使用できません。
CON、PRN、AUX、NUL、COM0、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、
COM7、COM8、COM9、LPT0、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、
LPT9
また、「Microsoftコードページ 932（CP932）」で規定された拡張文字も使用できません。

項目 説明

位置 QRコードを貼り付ける位置を、9つのボタンから選択します。

画像サイズ自動 QRコードのサイズを自動で入力するかどうか指定します。
チェックマークを付けると、入力された設定内容や誤り訂正レベルから、
QRコードの画像を最適なサイズで作成します。

DocuWorks文書から位
置設定を反映する

すでに QRコード画像がアノテーションとして貼り付けられている
DocuWorks文書がある場合は、その DocuWorks文書から画像の位置情報
を読み取って設定できます。

補足
･ QR作成ツールでは、DocuWorks文書内に貼り付けられているアノ
テーションの位置情報を読み取ります。DocuWorks文書内に複数の
アノテーションがあった場合は、最初に貼り付けられたアノテーショ
ンの位置を読み取ります。

項目 説明
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DocuWorks文書を使用して QRコードの貼り付け位置を決定する
DocuWorks文書に貼り付けられた QRコードの位置を読み取って、仮想プリンターに設定でき
ます。

操作手順
0 1 「仮想プリンターを作成する」（P.70）の手順 1 ～ 5 を実行します。手順 5 の［QR 画像位置

指定］では初期設定のまま［保存］をクリックします。
仮想プリンターが作成されます。

2 作成した仮想プリンターで、出力先を［DocuWorks Desk］に設定して任意の文書を印刷します。
QRコードが貼り付けられた DocuWorks文書が作成されます。

3 作成した DocuWorks文書を開き、次の操作をします。
(1) QRコードを目的の位置に移動させます。

QR コードは、初期設定では左上の端に貼り付けられています。ほかのアノテーションと同
様にドラッグ＆ドロップなどで移動ができます。

(2) QRコードの位置が確定したら、DocuWorks文書を保存します。

4 再度 QR作成ツールを起動し、次の操作をします。
(1) 手順 1で作成した仮想プリンターを選択して［編集］をクリックします。
(2)［QR画像位置指定］で［DocuWorks文書から位置設定を反映する］をクリックし、手順 3

で編集した DocuWorks文書を指定します。
(3)［保存］をクリックします。

仮想プリンターに、DocuWorks文書から読み取った位置情報が反映されます。

詳細設定

上下方向 上下方向の貼り付け位置を調整します。

左右方向 左右方向の貼り付け位置を調整します。

画像サイズ ［画像サイズ自動］のチェックマークが外れている場合に設定します。
QRコードの 1辺の長さを、0～ 999の整数（単位：mm）で指定します。
サイズには、クワイエットゾーンも含まれます。

誤り訂正レベル 「誤り訂正レベル」とは、読み取り対象の QRコード画像に汚れや欠損があ
る場合に、復元するレベルのことです。
たとえば［レベル H（約 30%）］を指定すると、QRコードの 30％に汚れ
や欠損があっても復元して読み取りできるようになります。擦れなどで QR
コードが欠損している可能性が高い場合は、［レベル H（約 30%）］を選択
します。

補足
･ より読み取りやすい QR コードの生成のため、誤り訂正レベルは［レ
ベル M（約 15%）］以上にすることをお勧めします。

出力先 QRコード付きの文書の出力先を［DocuWorks Desk］、［通常使うプリン
ター］、［QRコード生成時にプリンターを指定］から選択します。

補足
･ QR作成ツールで作成した仮想プリンターを出力先に指定すると、エ
ラーを表示して文書を出力しません。

項目 説明
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QRコード付き文書を作成する
QRコード付きの文書を作成します。

操作手順
0 1 QRコードを貼付したい文書を開きます。

2 印刷ダイアログボックスのプリンターの選択で、QR作成ツールで作成した仮想プリンターを指
定して、印刷を実行します。

3 ダイアログボックスが表示された場合は、QRコードに変換する文字列を入力して、［OK］をク
リックします。

補足
･ ダイアログボックスは、QR 作成ツールで［QR コード生成時の文字列指定］を設定した場合に表示
されます。

QRコード付きの文書が作成されます。
DocuWorks文書に出力した場合、QRコードはアノテーションの図形として貼り付けられるの
で、DocuWorks Viewerで位置を変更できます。

仮想プリンターを削除する
QR作成ツールで作成した仮想プリンターは、次の手順で削除できます。

操作手順
0 1 QR作成ツールを起動します。

2 削除する仮想プリンターを選択して［削除］をクリックします。
仮想プリンターが削除されます。
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7 文字列の自動抽出
文字列の自動抽出機能について説明します。スキャンした文書から文字列を自動で抽出し、ファ
イル名やフォルダー名ルールに適用できます。

機能の概要

定型文書から属性を抽出
決まったフォームの文書から特定の属性を抽出します。自動で抽出した文字列は、スキャン文書
のファイル名や保存先フォルダー名に利用できます。
次の定型文書が対象です。
• 請求書
• 見積書

抽出できる属性
抽出できるのは、次の 4つの属性です。

補足
･ プリセットキーワード、およびプリセット日付形式はシステムが決定します（詳細は非公開）。

文書のフォーマット
横書きの定型文書にだけ対応しています。
次のフォーマットで書かれた文書を読み込みます。

抽出属性 最大文字数
（バイト数） 抽出方法

宛先 64 「御中」、「様」、「殿」などのプリセットキーワードを検索して、前方の文
字列を自動で抽出します。
このとき抽出対象に検索文字列を含めるかどうかは設定で変更できます。

作成日 20 次のどちらかの方法で日付を抽出します。
･「作成日」、「発行日付」などのプリセットキーワードを検索して、後方
の日付を自動で抽出します。
･「平成 **年 **月 **日」、「****年 **月 **日」、「****/**/**」など
のプリセット日付形式で検索して、対象の日付を自動で抽出します。

管理番号 20 ･ 請求書フォームの場合
「請求書番号」、「請求書 No」などのプリセットキーワードを検索して、
後方の文字を自動で抽出します。任意のキーワードも指定できます。
･ 見積書フォームの場合
「見積書番号」、「見積書 No」などのプリセットキーワードを検索して、
後方の文字を自動で抽出します。任意のキーワードも指定できます。

期日 32 「有効期限」、「お支払い期限」などのプリセットキーワードを検索して、
後方の文字を自動で抽出します。任意のキーワードも指定できます。
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属性抽出のための設定
［文書種類の設定］画面の［文字列の自動抽出］で［する（見積書）］または［する（請求書）］
を選択し、宛先や作成日など各属性の抽出条件を指定します。
［ファイル名］、［フォルダー名］では、名前の組み合わせに、［文字列の自動抽出］で設定した属
性を指定できます。

参照
･「［文書種類の設定］の設定項目」（P.43）

指定した領域内の文字列を抽出
指定した領域内にある文字列を抽出します。自動で抽出した文字列は、スキャン文書のファイル
名や保存先フォルダー名に利用できます。

読み取り領域
原稿の左上からの位置を 0～ 500 mm、幅 /高さを 2～ 500 mmの範囲で、読み取り領域を指
定します。
領域内に文字の一部でもかかると抽出対象になります。

補足
･ 抽出したい文字の周囲 3 mmが空白であることを推奨します。

作成日
「**年月日」「*/*/*」な
どの日付形式で書かれて
いる

管理番号 /期限

項目名があり、右側に
属性値がある

宛先
「御中」「様」「殿」な
どの接尾語がある

上位置

左位置
横幅

高さ

対象文字の周囲
3 mmが空白である
こと（推奨）

読み取り領域
指定した範囲内の
文字が抽出される
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読み取り可能な文字数
読み取る文字数を指定できます。
英語以外：0～ 70文字（初期値は 20文字）
英語：0～ 210 バイト（初期値は 60バイト）

文字列抽出のための設定
［文書種の類設定］画面の［文字列の自動抽出］で、［する（見積書）］、［する（請求書）］または
［する（その他）］を選択し、読み取り領域を指定します。
指定できる領域数は、最大 4 つです。ただし、属性抽出機能と併用する（［する（見積書）］ま
たは［する（請求書）］を選択した）場合、指定できるのは最大 3つです。
［ファイル名］、［フォルダー名］では、名前の組み合わせに、［読み取り領域 1］～［読み取り領
域｛N｝］を指定できます。

読み取り領域の指定方法
次の 3種類があります。
• 読み取り基準として項目名を指定する
項目名を入力し、項目名から見た読み取り位置を指定します。

• カラーマーカーで読み取り領域を指定する
白黒原稿を用意し、任意の範囲をカラーマーカーで囲みます。その原稿をスキャンすると、カ
ラーマーカーで囲んだ範囲が読み取り領域に設定されます。

• 数値で読み取り領域を入力する
読み取り領域の位置と幅を数値で入力します。

参照
･「［文書種類の設定］の設定項目」（P.43）

領域設定用原稿の作成
領域の指定方法に［カラーマーカーで読み取り領域を指定する］を選択した場合は、マーカーで
領域を指定した原稿を作成します。
領域設定用原稿は、領域ごとに 1 枚ずつ用意します。たとえば、4 つの領域を設定したい場合
は、4枚の原稿を用意します。

注記
･ 次の原稿は、領域設定用原稿には使用できません。

- カラー原稿
- 消せるペンで消した箇所がある原稿

• 領域は 1箇所だけ囲みます。
• カラーマーカーの色は、緑色を推奨します。
• 確実に文字列を抽出できるように、周囲 3 mm大きめに囲みます。囲んだ線の外側が抽出境
界になります。

• 抽出したい文字列が含まれる（想定される）最大長で、領域を囲みます。
スキャン時の傾きや歪みによって、読み取り領域が上下に最大 3 mmずれる可能性がありま
す。領域は大きめに囲み、余計に抽出した文字は抽出結果の確認画面で削除するようにして
ください。
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抽出した文字列の編集
スキャン後に［文字列の抽出結果］画面を表示して、抽出された文字列を確認できます。各項目
を押すと、編集画面が表示され、文字列を変更できます。
文字列が抽出されなかったときは、空白が表示されます。空白時に編集しなかった場合は、次の
代替文字がフォルダー名やファイル名に設定されます。

補足
･ フォルダー名やファイル名に利用できないスラッシュ（/）などはハイフン（-）に置き換えられま
す。また、フォルダー名に利用できない文字列末尾のピリオド（.）は削除されます。

･［宛先名］と［読み取り領域 {N}］について、文字列の組み合わせによってスペースの抽出結果が異
なります。
- スペースを含む文字列が抽出される組み合わせ：英語と英語、英語と数字、数字と英語
- スペース以外の文字列が抽出される組み合わせ：数字と数字、日本語と日本語、日本語と英語（数
字）、英語（数字）と日本語

機能の利用条件
• この機能を使用するには、オプションのスキャン機能拡張キットが複合機に装着されている
必要があります。

• 出力ファイル形式には、PDFかDocuWorksを選択します。TIFF形式はサポートしていません。
• QRコードおよびバーコードと本機能の併用はできません。

抽出属性 代替文字列

宛先名 NoShipTo

作成日 NoDate

管理番号 NoNumber

期日 NoDueDate

読み取り領域 1 NoText1

読み取り領域 2 NoText2

読み取り領域 3 NoText3

読み取り領域 4 NoText4

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

対象文字より 3 mm
以上大きな範囲を指
定する
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スキャンの推奨設定
次の設定を推奨します。
• 解像度は、300 dpi、または 400 dpi
• 一度に読み込む原稿は 10枚以下（分割有無には関係しない）

OCR推奨文字
OCR機能を使用して文字を正しく抽出するために、次の書体や文字サイズを推奨します。

次の文字は正しく抽出できない可能性があります。
• 小さいサイズの文字
• デザイン文字（行書体、ポップ体、毛筆体など）
• 色が薄い文字
• 白抜き文字
• 罫線と接触している文字
• 取り消し線が引かれている文字
• 印鑑が押されている文字
• 画質が劣化した文字（ファクス画像、コピー画像）
• 傾いた文字
• 縦長に変倍された文字

読み取りに向いていない原稿
次の原稿は、正しく自動正立ができず、誤った文字を抽出してしまうおそれがあります。これら
の原稿は使用しないでください。
• 文字が少ない、文字がほとんどない、文字が大きい原稿
• 文字がかすれている、写真モードでコピーした原稿など文字の再現性が悪い原稿
• ノイズが多い原稿
• 文字が一部分に偏っている原稿
• さまざまな方向（上向き、右向き）を向いた文字が存在する原稿

項目 推奨条件

原稿 プリント出力した原本であること
（ファクス出力、繰り返しコピーした原稿は不可）

書体 ゴシック体、明朝体

文字（活字） JIS第一水準漢字、JIS第二水準漢字（一部）、
英字、数字、ひらがな、かたかな、ギリシャ文字のどれか

文字サイズ 8～ 24ポイント
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こんなときは
自動抽出機能で文字を正しく読み取れない事象が発生したときの対処方法を説明します。

各機能に共通して発生する事象

すべてまたは一部の文字列が抽出されない
• 自動正立できる原稿ですか？
自動正立できない原稿は、文字を抽出できません。詳しくは「読み取りに向いていない原稿」
（P.80）を参照してください。

• 対象の文字列は、OCR推奨文字ですか？
OCR推奨文字でない場合は、文字を抽出できません。詳しくは「OCR推奨文字」（P.80）を
参照してください。

• 対象の文字列は、横書きですか？
横書き以外の文字は抽出できません。

一部の文字を誤認識している（正しく OCR 処理されない）
• 文字種別によっては、正しく OCR 処理されない場合があります。この場合は、スキャン実行
時に、［文字列の抽出結果］画面で文字を修正してください。
誤認識しやすい文字の例：
「大文字 O」⇔「数字０」、「大文字 I」⇔「数字１」、「大文字 S」⇔「数字 5」

属性を抽出するときに発生する事象

宛先名が抽出されない
•「御中」「様」「殿」などシステムが宛先名と判断できるキーワードが、宛先名の直後にありま
すか？
システムが宛先名と判断できるキーワードが直後にない場合は、文字を抽出できません。

• 宛先名は日本語ですか？
日本語以外の文字は抽出できません。

抽出された宛先名が正しくない
• 原稿内に宛先名と判断できる文字列が複数ありませんか？
複数あった場合は、文字サイズに関係なく、システムが特定の優先度で文字列を抽出します。

• 宛先名の長さが最大値を超えていませんか？
宛先名の最大長は 64バイトです。最大長を超えた文字は切り捨てられます。

作成日が抽出されない
•「作成日」などシステムが作成日と判断できるキーワードが、作成日の直前にありますか？ 
または、「平成 **年 **月 **日」、「****年 **月 **日」、「****/**/**」 などシステムが作
成日と判断できる形式になっていますか？
システムが作成日と判断できるキーワードが直前にある、またはシステムが作成日と判断で
きる形式になっている場合だけ文字を抽出できます。

抽出された作成日が正しくない
• 原稿内に作成日と判断できる文字列が複数ありませんか？
複数ある場合、文字のサイズに関係なく、システムが特定の優先順位で文字列を抽出します。
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管理番号が抽出されない
•「管理番号」などシステムが管理番号と判断できるキーワードや、［文書種類の設定］＞［管
理番号］で設定した項目名が、管理番号の直前にありますか？
システムが管理番号と判断できるキーワードや、設定した項目名が直前にない場合は、文字
を抽出できません。この場合は、［文書種類の設定］＞［文字列の自動抽出］＞［管理番号］
で、抽出したい管理番号の項目名を設定してください。

抽出された管理番号が正しくない
• 原稿内に管理番号と判断できる文字列が複数ありませんか？
複数ある場合、文字のサイズに関係なく、システムが特定の優先順位で文字列を抽出します。

• 管理番号の長さが最大値を超えていませんか？
管理番号の最大長は 20バイトです。最大長を超えた文字は切り捨てられます。

期日が抽出されない
•「期日」などシステムが期日と判断できるキーワードや、［文書種類の設定］＞［文字列の自
動抽出］＞［期日］で設定した項目名が、期日の直前にありますか？
システムが期日と判断できるキーワードや、設定した項目名が直前にない場合、文字を抽出
できません。この場合は、［文書種類の設定］＞［文字列の自動抽出］＞［期日］で、抽出し
たい期日の項目名を設定してください。

抽出された期日が正しくない
• 原稿内に期日と判断できる文字列が複数ありませんか？
複数ある場合、文字のサイズに関係なく、システムが特定の優先順位で文字列を抽出します。

領域内の文字列を抽出するときに発生する事象

文字列が抽出されない
•［文書種類の設定］＞［スキャン設定の選択］＞［認識言語］で設定した言語で書かれていま
すか？
設定した言語と異なる場合、文字を抽出できません。認識言語は、何も指定しない場合、複
合機の表示言語が設定されています。

抽出された文字列が正しくない
• 対象の文字列の長さが、［文書種類の設定］＞［文字列の自動抽出］＞［読み取り領域｛N｝］
の［詳細設定］＞［読み取り文字数を指定する（1 ～ 70）］で指定した読み取り文字数を超
えていませんか？
指定した読み取り文字数を超えた文字は、切り捨てられます。初期値は、英語以外で 20 文
字、英語で 60バイトです。

• 対象の文字列は、読み取り領域内に配置されていますか？
領域設定時に想定した原稿と異なるレイアウトの原稿を使用していると、文字が領域からず
れたり、はみだしたりして正しく抽出できないことがあります。
定規などで計測して、設定した位置内に文字列が配置されているか確認してください。各座
標は原稿左上を起点にしてｍｍ（ミリメートル）の単位で指定します。［文書種類の設定］＞
［文字列の自動抽出］＞［読み取り領域｛N｝］の座標を修正することで抽出できる可能性があ
ります。
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• 読み取り領域の高さは足りていますか？
読み取り領域の高さを対象の文字列と同じに設定すると、読み取り時にずれが発生したとき
に文字を正しく読み取ることができません。読み取り領域の高さは、対象の文字列より上下
左右 3 mm以上大きな範囲を指定してください。

• 読み取り領域の幅は足りていますか？
対象の文字列が読み取り領域よりも長い場合、はみ出した文字列は抽出されません。読み取
りたい文字列が十分に含まれるように、読み取り領域の長さを大きめに指定してください。

補足
・［読み取り文字数を指定する］が設定されている場合は、領域の大きさにかかわらず設定文字数
以上の文字は抽出されません。

対象の文字列は抽出されたが、余分な文字も抽出された
• 対象の文字列を確実に抽出するために、領域を大きめ指定する（余分な文字を抽出する）こ
とを推奨しています。
余分な文字列が抽出された場合は、［文字列の抽出結果］画面で不要な文字を削除してくださ
い。

• 抽出対象の文字列の近くに他の文字が配置されていませんか？
読み取り時のずれにより、指定した領域の上下左右最大 3 mmは対象領域として読み取られ
る可能性があります。このため、対象の文字列に接近した文字列があると、その文字列も抽
出されてしまうことがあります。
なるべく上下左右 3 mmに文字が配置されていない原稿を使用してください。余分な文字列
が抽出された場合は、［文字列の抽出結果］画面で不要な文字を削除してください。

読み取り時にずれが発生すると、文字を正
しく読み取れない

領域指定時

読み取り時

領域からはみ出した部分は
抽出されない

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm以内にある文字を抽出し
てしまうことがある
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フルパスの長さが規定の範囲を超過し、エラーになった
•［読み取り領域｛N｝（自動抽出）］をフォルダー名やファイル名に設定したとき、送信先のフ
ルパスが長すぎてエラーになることがあります。
この場合は、［文書種類の設定］＞［文字列の自動抽出］＞［読み取り領域｛N｝］の［詳細設
定］＞［読み取り文字数を指定する（1 ～ 70）］で読み取り文字数を減らし、フルパスの長
さを調整してください。

設定用原稿から領域を読み取るときに発生する事象

原稿から領域を読み取れない /誤った領域が設定される
• カラー原稿を使用していませんか？
カラー原稿を使用すると、複数の領域を検出しまい、エラーが発生します。必ず白黒原稿を
使用してください。

• ２箇所以上の領域を指定していませんか？
読み取り時に複数の領域を検出すると、エラーが発生します。領域は 1 箇所だけ指定してく
ださい。複数の領域を設定する場合は、設定したい領域の数だけ原稿を用意します。

• DATE印や認印などがカラーで押印されている原稿を使用していませんか？
カラーで押印した DATE 印や認印などがある原稿を使用すると、誤った領域を検知してしま
うことがあります。DATE印や認印がない原稿を使用してください。

• マーカーがかすれていませんか？
マーカーがかすれていると、複数の領域が検知され、エラーになることがあります。鮮明な
ペンで、かすれのないように領域を指定してください。

違う文字を読み取っている
• 領域設定用原稿の裏表が合っていますか？
正しい面で再度スキャンしてください。

• 誤った原稿をスキャンしていませんか？
スキャンした領域設定用原稿を確認してください。

この領域を誤って検知正しい領域

複数の領域を検知してしまう
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8 文書のスキャン（ユーザーの操作）
業務別らくらくスキャンを使って、文書をスキャンする操作について説明します。

スキャンの操作について

QRコード /バーコード付き文書
業務別らくらくスキャンで処理できる QRコード /バーコードには、業務別らくらくスキャンの
専用 QRコード、一般 QRコード、およびバーコードの 3種類があります（詳細は「QRコード
の利用」（P.6）を参照）。
専用 QRコードを使用する場合は、QRコードに設定された次の項目が自動で設定されます。
• フォルダー名ルール
• ファイル名ルール
• 拡張属性

注記
･ QRコードに［ヘッダシート付与］が設定されている場合は、ヘッダーシート以外に 1ページ以上の
原稿が必要です。ヘッダーシートだけの原稿、またはヘッダーシート以外に白紙原稿だけの場合はエ
ラーとなります。

補足
･ 対応している QRコードの文字列は、日本語と英語だけです。

文書の分割
複数の文書を一括で読み取り、白紙ページ、QRコード、またはバーコードがあるページで分割
して保存できます。また、文書を指定ページずつ別々に保存できます。

分割方法
QRコード /バーコードを使用するかどうかで、選択できる方法が異なります。
• QRコードを使用する場合

-分割しない
-QRコードで分割する

• バーコードを使用する場合
-分割しない
-バーコードで分割する

• QRコード /バーコードを使用しない場合
-分割しない
-白紙で分割する
-指定ページずつ分割する

分割後のフォルダー名とファイル名
文書を分割した場合、保存先フォルダー名とファイル名は次のようになります。
• 白紙で分割する /指定ページずつ分割する場合
分割されたファイルは、すべて同じフォルダーに保存されます。
ファイル名は、分割前のファイル名に、設定ツールの［複数文書の分割］の［区切り文字］で
設定した文字と、［桁数］で設定した値の文字数が付いた名前になります。詳しくは「［複数
文書の分割］の設定項目」（P.48）を参照してください。
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例：
filename-001.xdw
filename-002.xdw 
filename-003.xdw

分割後のファイルと同じ名前のファイルがすでに存在している場合は、後ろにハイフン（-）
と 4桁の番号が付きます。
例：
filename-003-0001.xdw

番号の最大値は 999です。それ以上ファイルが存在した場合は、エラーになります。
両面原稿で白紙分割をする場合は、両面が白紙と判定されたときだけ文書が分割されます。
［指定ページずつ分割する］を選択して分割ページ数を 2枚（ページ）以上にした場合は、分
割後に［白紙除去］されます。

• QRコード /バーコードで分割する場合
QRコード /バーコードの指示に従って、保存先フォルダーとファイル名が決定されます。

文書をスキャンする
業務別らくらくスキャンを使って、文書をスキャンします。

操作手順
0 1 複合機が認証モードで運用されているときは、認証情報を入力してログインします。

補足
･ 認証モード運用時でも、管理者の設定で未認証時の使用が許可されているときは、認証情報を入力し
なくても業務別らくらくスキャンを使用できます。

2 ［業務別らくらくスキャン］を押します。
3 業務種類を選択します。

4 文書種類を選択します。
業務別らくらくスキャン専用の QRコードを読み取った場合は、手順 9に進みます。

5 サービスのログイン画面が表示された場合、ログインするユーザー ID とパスワードを入力し、
［ログイン］をクリックします。

補足
･ 複合機の認証方式が次の場合、ログインすると 2回目以降はログイン画面は表示されません。

- 本体認証
- 外部認証
- カスタム認証
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ただし、一定期間以上使用しなかった場合、ログイン画面が表示されます。
･ 一定時間使用しないと低電力モードに入り、ログイン画面が閉じることがあります。この場合、手順

4からやり直してください。

多要素認証を有効にしている場合
画面の指示に従ってログインします。

参照
･ 多要素認証の詳細ついては、次のウェブサイトををご覧ください。

-  多要素認証について：https://direct-fb.fujifilm.com/ap1/sc/auth/ja/overview/mfa/index.html
-  ログイン操作ユーザーガイド：https://direct-fb.fujifilm.com/ap1/sc/auth/ja/overview/

index.html
-  注意制限事項：https://direct-fb.fujifilm.com/ap1/sc/auth/ja/notes/mfa/index.html

6 拡張属性を設定する画面が表示された場合は、次の操作をします。

補足
･ ファイルの保存形式が DocuWorks または PDF の場合、および文書種類の設定の［拡張属性の付与］
で 1つ以上の拡張属性が設定されている場合は、拡張属性の設定画面が表示されます。

(1) 管理者が設定した属性値を、必要に応じて変更します。

(2)［次へ］を押します。

7 設定を確認する画面が表示された場合は、次の操作をします。

補足
･ 管理者が設定した場合だけ、確認画面が表示されます。

(1) 必要に応じて項目を選択し、初期値を変更します。

(2) 内容を確認して［次へ］を押します。

8 スキャンする文書を複合機にセットします。

9 文書を分割する場合は、［複数文書の分割方法］をクリックして表示されるメニューから分割方
法を選択します。

参照
･「文書の分割」（P.85）

10 プレビューを表示する場合は、［プレビュー画面を表示］を有効にします。

補足
･ お使いの複合機の機種によっては、プレビューの設定項目が表示されません。

11 複数の原稿をスキャンする場合は、［次原稿］を有効にします。

12 スキャンをスタートします。
スキャンが実行されます。

13 文字列の抽出結果を確認する画面が表示された場合は、次の操作をします。

補足
･ 管理者が設定した場合だけ、この画面が表示されます。
･ 文書の分割を指定した場合は、分割した文書の分だけ抽出結果が表示されます。

(1) 必要に応じて項目を選択し、抽出された文字列を変更します。

(2) 内容を確認し、［送信］を押します。
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9 設定情報のエクスポート /インポート
エクスポート /インポートの概要

業務別らくらくスキャンでは、本パッケージの各機能の設定情報をコンピューターに保存した
り、ほかの複合機に複製したりできます。
設定をコンピューターに保存することを「エクスポート」、保存した設定を複合機に複製するこ
とを「インポート」と呼びます。

設定情報を複製する方法
次の方法で、設定情報を複製できます。
・業務別らくらくスキャンのエクスポート /インポート機能を使用する
・「複合機追加型アプリケーション設定複製」を使用する

参照
･ 業務別らくらくスキャンのエクスポート / インポート機能について、詳しくは「設定情報をエクス
ポート /インポートする」（P.66）を参照してください。

複製できる設定情報
エクスポート /インポートで複製できる設定情報は、次のとおりです。
• 業務別らくらくスキャン
らくらくスキャンの設定、共通情報の設定、ユーザー定義スキャン、共通拡張属性の設定



10  バージョンアップについて

89

10 バージョンアップについて
Management Console を使用することで本アプリケーションをバージョンアップ（アップデー
ト）できます。
Management Console の対応機種やダウンロードは弊社公式サイトの商品情報のページをご
覧ください。
インストール方法および利用方法は、商品情報ページからダウンロードページへ移動し、「ご利
用に際して」ページにある「Management Console readme」をご覧ください。

注記
･ Management Console からバージョンアップするためには予め対象の有償商品がインストールさ
れている必要があります。
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11 注意 / 制限事項について
業務別らくらくスキャン機能を利用するうえでの注意と制限事項について説明します。

全体に関する注意と制限
・ スキャンおよび文書の転送機能を使用できない複合機に業務別らくらくスキャンを設定した
場合、文書種類ボタンは表示されますが、スキャンおよび文書の転送はできません。

・ 自動両面原稿送り装置が何らかの理由で使用できない場合でも、業務別らくらくスキャンで
両面を指定できますが、入出力は片面で行われます。

・ 複合機に関連機器を接続してご利用の場合、業務別らくらくスキャンでは、ユーザー情報を
取得できる ICカードリーダーをサポートしています。
課金装置を複合機に接続している場合は、動作を保証しません。

・ 次の場合は、傾き補正が行われません。
- 解像度が 600 dpi のカラー画像とグレー画像
- 写真画像だけの原稿

・ 転送先の 1フォルダーに格納できる最大ファイル数およびフォルダー数は 10000個です。
・ 外部認証 (LDAPおよびMicrosoft Entra ID)では、ユーザーごとにスキャン機能の利用を制
限できません。

ジョブ実行時の注意と制限
・ ジョブの実行中にエラーが発生した場合は、ジョブが終了してもエラー画面が表示されませ
ん。この場合は、複合機のジョブ履歴にエラー情報が書き込まれるので、確認してください。
ジョブ履歴の確認方法は、複合機に付属のマニュアルを参照してください。

・ スキャン文書の送信先に同じ名前のファイルが存在した場合は、ファイル名の末尾にハイフ
ン（-）と 4桁の通し番号（0001～ 9999）が付加されます。番号が 9999を超えた場合は
エラーになります。

・ 複数の複合機から同じタイミングで、同じ名前のファイルを同じ送信先へ送った場合、ファ
イルが正しく転送されないことがあります。
これを回避するために、ファイル名ルールには秒数を含めた日付を設定することをお勧めし
ます（例：filename_20151001123025.xdw）。

・ FTP転送では、SFTP（SSH FTP）や FTPS（FTP over SSL/TLS）などの暗号通信を伴うプロ
トコルには対応していません。

・ 工場出荷時の設定では、FTP 通信は Passive モードで動作します。サーバーによっては、通
信できるモードは Active モードだけという場合もあります。その場合は、インターネット
サービスから通信モードを変更してください。

・ 送信先サーバーのファイルの格納先に、ファイルまたはフォルダーが 10000個以上存在する
場合は、スキャン文書が正しく処理されないことがあります。

業務別らくらくスキャンの設定に関する注意と制限

データサイズに関する注意と制限
・ 設定データのサイズが 1 MBを超えた場合は、エラーが表示され、設定が保存されません。こ
の場合は、設定を見直し、データ量を減らしてください。
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高圧縮機能に関する注意と制限
・ 複合機の機種によっては、高圧縮機能に対応していない場合があります。
・ 高圧縮機能は、文書種類で次の値が設定されているときに使用できます。

- ファイル形式
PDF、DocuWorksのどちらか

補足
・お使いの複合機によっては、高圧縮に DocuWorks は対応していません。ソフトウェアをバー
ジョンアップすることで DocuWorksを選択できます。

- 読み取り解像度（dpi）
200 dpi、300 dpiのどちらか

- カラーモード
フルカラー、自動、白黒（256階調）のどれか

・ お使いの複合機によっては、高圧縮機能を使用するにはオプションの設定が必要な場合があ
ります。詳細は、弊社担当者にお問い合わせください。

文字認識（OCR）機能に関する注意と制限
・ 複合機の機種によっては、文字認識（OCR）機能に対応していない場合があります。
・ 文字認識（OCR）機能は、文書種類で次の値が設定されているときに使用できます。

- ファイル形式
PDF、DocuWorksのどちらか

- 読み取り解像度（dpi）
200 dpi、300 dpiのどちらか

- 原稿の画質
文字原稿、原稿に文字 /写真混在のどちらか

・ 文字認識（OCR）機能を使用するには、オプションが必要です。

補足
・お使いの複合機によっては、オプションの形式が異なる場合があります。詳細は、弊社担当者に
お問い合わせください。

認証ユーザーへのメール送信機能に関する注意と制限
・ 複合機で認証機能を設定していない場合や、認証ユーザーにメールアドレスが設定されてい
ない場合は、認証ユーザーへのメール送信を有効にしても、メールは送信されません。

・ 文書種類の設定で［メール通知利用］＞［認証ユーザーに通知する］を選択し、［通知先 2］
または［通知先 3］に認証ユーザーのメールアドレスを指定すると、同じメールアドレスに 2
通のメールが送信されます。

DocuWorksのバージョンと規定属性 /拡張属性に関する注意と制限
規定属性または拡張属性を DocuWorks 文書に保存した場合、ファイルを表示するには
DocuWorks 7以降が必要になります。
DocuWorks 7より前のバージョンを使用している場合は、次のように規定属性と拡張属性を付
与しない設定にしてください。
・［共通情報の設定］＞［規定属性の付与］で［しない］を選択
・［文書種類の設定］＞［拡張属性の付与］でチェックマークを外す、またはスキャン時の拡張
属性の設定画面で各拡張属性のチェックマークを外す
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設定情報の更新に関する注意と制限
・ 複合機でジョブが実行されている、またはユーザーが操作パネルで操作しているときは、業
務別らくらくスキャンの設定情報を更新できません。ジョブや操作パネルでの操作が終了し
たあと、あらためて更新操作をしてください。

・ 異なる仕向けに設定情報をインポートする場合、実行時にエラーが発生する場合があります。
次の設定をサポートしていないため、設定ツールから設定を変更して保存してください。

- 文字列の自動抽出（宛先名（自動抽出）、作成日（自動抽出））
- DocuWorks
- Working Folder

ファイル名のパス長に関する注意と制限
・ ファイルのフルパス長が 256 バイト * 以上になる設定をした場合、ファイル名調整により、
ファイル名ルールに指定したすべての項目がファイル名に付与されない場合があります。
*：拡張子などを含むため、指定できるパス長は［連番設定］の［桁数］の設定により異なり
ます。［3桁］のときは 241バイト、［4桁］のときは 240バイトです。

補足
•「テキストのバイト数」は UTF-8 文字コードで表したバイト数です。
文字によって、「テキストのバイト数」と、そのバイト数によって表現できる文字数が異なります。
たとえば、日本語の全角文字は 2 ～ 4 バイトで表現されます。

バーコードの種類に関する注意と制限
・ 対応しているバーコードの種類は、CODE39、CODE128、および NW7 のみです。

QR作成ツールに関する注意と制限
・ QR作成ツールで設定可能な文字列は、OSと同じ言語の文字列、および半角英数字です。OS
と異なる言語の文字列を、仮想プリンター名や、属性名、フォルダ名やファイル名等の任意
文字列に使用することはできません。

処理言語に関する注意と制限
業務種類名、文書種類名、拡張属性名は、言語ごとに表示名が用意されているため、複合機で表
示言語をあらかじめ設定する必要があります。表示名を未設定の言語は "not entered" が設定
されます。
日本語と英語以外の言語の値の設定は、次の手順を実行してください。

操作手順
0 1 複合機の ＞［設定］＞［システム設定］＞［画面 /ボタンの設定］＞［初期表示言語］を

設定したい言語に変更します。

2 複合機を再起動します。

3 業務別らくらくスキャンの設定画面を表示します。
参照

•「設定画面を表示する」（P.36）

4 ナビゲーションバーで［共通設定］＞［共通情報の設定］を選択します。

5 ［処理言語］を手順 1 で設定した言語に変更し、［新しい設定を適用］をクリックします。

6 ナビゲーションバーで［らくらくスキャンの設定］を選択し、業務種類名、文書種類名、拡張属
性名を設定します。
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SSL通信時に Firefoxブラウザーを使用するときの注意と制限
Webブラウザーに Firefoxを使用して、SSL通信が設定されている複合機にアクセスすると、イ
ンターネットサービスが正しく表示されないことがあります。
この場合は、次の手順を実行してください。

操作手順
0 1 Firefoxブラウザーを起動します。

2 ブラウザーのアドレス欄に「about:config」を入力して、<Enter>キーを押します。
設定メニューが表示されます。

3 「security.tls.version.fallback-limit」 の値を「1」 に設定します。

QRコードの印字サイズに関する注意と制限
スキャンした QRコードが正しく解読されるためには、QRコード自体の領域（コード領域）と
QRコード周辺の余白を含めた領域（印字領域）を、正しいサイズで印字する必要があります。
下記の表に、QRコードの型番と誤り訂正レベル（L、M、Q、H）で決まる、QRコードに格納
できるデータ量（バイト数）、およびそのデータ量に対応する読み取り解像度ごとのコード領域
と印字領域の関係を示します。

• QRコード用文字列またはQRコード付き文書を作成したときの QRコードのデータ量（テ
キストのバイト数）と、スキャン時の解像度に合わせて、適切なサイズの QR コードを作
成し、印字してください。
補足

•「テキストのバイト数」は UTF-8文字コードで表したバイト数です。
文字によって、「テキストのバイト数」と、そのバイト数によって表現できる文字数が異なります。
たとえば、日本語の全角文字は 2～ 4バイトで表現されます。

例：
レベル Hで 型番 15を使用し、100文字程度（最大 220 バイト）の QRコードを、解像度 300
dpiでスキャンして正しく解読するには、コード領域 39.1 mm、印字領域 45.2 mmの QRコー
ドを印字する必要があります。

型番
データ量（バイト） M　コード領域　（ｍｍ） M　印字領域（ｍｍ）

L M Q H 200
dpi

300
dpi

400
dpi

600
dpi

200
dpi

300
dpi

400
dpi

600
dpi

2 32 26 20 14 19.1 12.7 9.5 6.4 28.2 18.8 14.1 9.4

3 53 42 32 24 22.1 14.7 11 7.4 31.2 20.8 15.6 10.4

4 78 62 46 34 25.1 16.8 12.6 8.4 34.3 22.9 17.1 11.4

5 106 84 60 44 28.2 18.8 14.1 9.4 37.3 24.9 18.7 12.4

6 134 106 74 58 31.2 20.8 15.6 10.4 40.4 26.9 20.2 13.5

印字領域

コード領域

余白
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7 154 122 86 64 34.3 22.9 17.1 11.4 43.4 29 21.7 14.5

8 192 152 108 84 37.3 24.9 18.7 12.4 46.5 31 23.2 15.5

9 230 180 130 98 40.4 26.9 20.2 13.5 49.5 33 24.8 16.5

10 271 213 151 119 43.4 29 21.7 14.5 52.6 35.1 26.3 17.5

11 321 251 177 137 46.5 31 23.2 15.5 55.6 37.1 27.8 18.5

12 367 287 203 155 49.5 33 24.8 16.5 58.7 39.1 29.3 19.6

13 425 311 241 177 52.6 35.1 26.3 17.5 61.7 41.1 30.9 20.6

14 458 362 258 194 55.6 37.1 27.8 18.5 64.8 43.2 32.4 21.6

15 520 412 292 220 58.7 39.1 29.3 19.6 67.8 45.2 33.9 22.6

16 586 450 322 250 61.7 41.1 30.9 20.6 70.9 47.2 35.4 23.6

17 644 504 364 280 64.8 43.2 32.4 21.6 73.9 49.3 37 24.6

18 718 560 394 310 67.8 45.2 33.9 22.6 77 51.3 38.5 25.7

19 792 624 442 338 70.9 47.2 35.4 23.6 80 53.3 40 26.7

20 858 666 482 382 73.9 49.3 37 24.6 83.1 55.4 41.5 27.7

21 929 711 509 403 77 51.3 38.5 25.7 86.1 57.4 43.1 28.7

22 1003 799 565 439 80 53.3 40 26.7 89.2 59.4 44.6 29.7

23 1091 857 611 461 83.1 55.4 41.5 27.7 92.2 61.5 46.1 30.7

24 1171 911 661 511 86.1 57.4 43.1 28.7 95.3 63.5 47.6 31.8

25 1273 997 715 535 89.2 59.4 44.6 29.7 98.3 65.5 49.1 32.8

26 1367 1059 751 593 92.2 61.5 46.1 30.7 101.3 67.6 50.7 33.8

27 1465 1125 805 625 95.3 63.5 47.6 31.8 104.4 69.6 52.2 34.8

28 1528 1190 868 658 98.3 65.5 49.1 32.8 107.4 71.6 53.7 35.8

29 1628 1264 908 698 101.3 67.6 50.7 33.8 110.5 73.7 55.2 36.8

30 1732 1370 982 742 104.4 69.6 52.2 34.8 113.5 75.7 56.8 37.8

31 1840 1452 1030 790 107.4 71.6 53.7 35.8 116.6 77.7 58.3 38.9

32 1952 1538 1112 842 110.5 73.7 55.2 36.8 119.6 79.8 59.8 39.9

33 2068 1628 1168 898 113.5 75.7 56.8 37.8 122.7 81.8 61.3 40.9

34 2188 1722 1228 958 116.6 77.7 58.3 38.9 125.7 83.8 62.9 41.9

35 2303 1809 1283 983 119.6 79.8 59.8 39.9 128.8 85.9 64.4 42.9

36 2431 1911 1351 1051 122.7 81.8 61.3 40.9 131.8 87.9 65.9 43.9

37 2563 1989 1423 1093 125.7 83.8 62.9 41.9 134.9 89.9 67.4 45

38 2699 2099 1499 1139 128.8 85.9 64.4 42.9 137.9 91.9 69 46

39 2809 2213 1579 1219 131.8 87.9 65.9 43.9 141 94 70.5 47

40 2953 2331 1663 1273 134.9 89.9 67.4 45 144 96 72 48

型番
データ量（バイト） M　コード領域　（ｍｍ） M　印字領域（ｍｍ）

L M Q H 200
dpi

300
dpi

400
dpi

600
dpi

200
dpi

300
dpi

400
dpi

600
dpi
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バーコードの印字サイズに関する注意と制限
スキャンしたバーコードが正しく解読されるためには、次の基準を満たす必要があります。
・ バーコードの線幅が次の基準を満たすこと
・ 読み取り解像度を 200 dpi、300 dpiでスキャンする場合の最小の線幅：0.7 mm
・ 読み取り解像度を 400 dpi、600 dpiでスキャンする場合の最小の線幅：0.3 mm
・ バーコード周辺の余白は、最小の線幅の 10倍であること
・ バーコードの最小の高さは 10 mm であること。この値は 10 桁を基準とした高さです。10
桁以上の場合は、桁数に比例した高さが必要です。

一般 QRコードおよび一般バーコードに関する注意と制限
一般 QR コードおよび一般バーコードをフォルダー名に指定した場合、該当文字列に含まれた
「/」は、階層として扱われます。ただし、文字列末尾に含まれた場合については、無視されます。
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12 付録
キャビネット ID/ドロワー ID/フォルダー IDの確認方法

Working Folder のWeb ページを表示したときに、アドレスバーに表示される URL から各 ID
を確認できます。

操作手順
0 1 WebブラウザーでWorking FolderのWebページにアクセスし、ログインします。

2 IDを確認したいキャビネット、ドロワー、またはフォルダーを選択します。

3 Webブラウザーのアドレスバーに表示される URLを確認します。

• キャビネット ID
URLの末尾 7桁の数字です。
例 1：
https://working-folder.sample.com/web/1000020/

と表示された場合、キャビネット IDは「1000020」です。
• ドロワー ID/フォルダー ID

URLの末尾の、次の文字列のあとに表示される数字です。

例 2：
https://working-folder.sample.com/web/1000070/#publicDrawer-10

と表示された場合、このドロワーは「共有ドロワー」で、ドロワー IDは「10」です。
例 3：
https://working-folder.sample.com/web/1000070/#privateDrawer-123

と表示された場合、このドロワーは「個人ドロワー」で、ドロワー IDは「123」です。

設定作業のご相談について
ここで紹介した使用例のほかにも、業務別らくらくスキャンを使ってさまざまな設定ができま
す。
このほかにお客様のしたいことや、設定方法がわからない、手間がかかり負担になる、などお困
りの際は、弊社の担当営業にご相談ください（※ 設定代行、コンサルティングは有償サービス
です）。

種類 表示内容

共有ドロワー publicDrawer-

あんしんドロワー guardedPublicDrawer-

個人ドロワー privateDrawer-

エビデンス管理ドロワー efsmPublicDrawer-

作成フォルダー Folder-
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